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平 成 23年第１ 回太良町議会（定例 会第１回）会議録（第 ２日） 

招集年月日    平 成 23年 ３ 月 ７ 日 

招集の場所    太 良 町 議 会 議 場        

開閉会日時

及 び 宣 告 

開 議 平成23年３月９日  ９ 時 3 2分 議 長 坂 口 久 信 

散 会 平成23年３月９日  1 4時 0 9分 議 長 坂 口 久 信 

応（不応） 

招議員及び 

出席並びに 

欠 席 議 員 
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番号 
氏   名 
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議席 
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１番 所 賀   廣 出 ７番 見 陣  幸 出 
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４番 坂 口 久 信 出 10番 山 口 光 章 出 

５番 牟 田 則 雄 出 11番 下 平 力 人 出 

６番 川 下 武 則 出 12番 木 下 繁 義 出 

会議録署名議員 ５番 牟田 則雄 ６番 川下 武則 ７番 見陣 幸 

職務のため議場に 
 

出席した者の職氏名 

（事務局長） 
 
 寺 田 惠 子 

（書記） 
 
 針 長 俊 英 

 

地方自治法 

第 121条に 

より説明の 

た め 出 席 

し た 者 の 

職 氏 名 

町     長 岩 島 正 昭 農林水産課長 新 宮 善一郎 

副  町  長 永 淵 孝 幸 税 務 課 長 江 口   司 

教  育  長 陣 内 碩  建 設 課 長 川 﨑 義 秋 

総 務 課 長 岡   靖 則 会 計 管 理 者 坂 本   豊 

企画商工課長 桑 原 達 彦 農業委員会事務局長 藤 木   修 

財 政 課 長 大 串 君 義 学校教育課長 高 田 由 夫 

町民福祉課長 毎 原 哲 也 太良病院事務長 井 田 光 寛 

健康増進課長 松 本   太 太良病院院長 上 通 一 泰 

環境水道課長 土 井 秀 文   

議  事  日  程            別 紙 の と お り        

会議に付した事件            別 紙 の と お り 

会 議 の 経 過            別 紙 の と お り 
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平成23年３月９日（水）議事日程 

開 議（午前９時30分） 

 日程第１  一般質問 

 

平成23年太良町議会３月定例会一般質問通告書 

順番 通 告 者 氏 名 質 問 事 項 要 旨 答 弁 者 

１ 12番 木 下 繁 義 

１．農林水産業振興について 

 (1) 広域漁港整備事業及び漁港建設の状況 

  を問う。 

 (2) 今後の浮揚策として、とる漁業から育 

  てる漁業の漁場造成を問う。 

 (3) 19年度から22年度まで４カ年、ガザミ 

  蓄養試験事業が終わり、その結果は。 

 (4) 23年度から更に新たなガザミ蓄養の取 

  り組みの考えを問う。 

 (5) アサリ等の漁場再生事業について。ま 

  た、タイラギ養殖の考えは。 

 (6) 干しノリ等の加工販売促進事業につい 

  て。 

町   長 

２．町立太良病院の健全経営について 

 (1) 公営企業法一部適用から全部適用に変 

  更しての状況について。 

 (2) 医師確保について。 

 (3) 未収金対策について。 

町   長 

院   長 

２ 10番 山 口 光 章 

１．今後の町づくり対策について 

 (1) 若者定住における前向きな雇用問題を 

  今後どのように考えていかれるのか。 

 (2) 一次産業と観光を結びつけての施策を 

  考えておられるとの事だが、具体的な策 

  を問う。 

町   長 

２．給食センターの新築構想について 

  昭和42年建設である現給食センターも築 

 43年経過し、老朽化が進んでいる。このセ 

 ンターの新築構想案を問う。 

町   長 
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順番 通 告 者 氏 名 質 問 事 項 要 旨 答 弁 者 

２ 10番 山 口 光 章 

３．環太平洋経済連携協定について 

  政府は、６月を目途にＴＰＰ参加の結論 

 を出すとしているが、町長またその関係課 

 では、どのような考え方をもっておられる 

 のか。 

町   長 

３ ５番 牟 田 則 雄 

１．行財政について問う 

 (1) 町の職員給与、議員、特別職の報酬等 

  は、県内の他市町村と比較して（住民所 

  得を含め）高いと思うのか、安いと思う 

  のか。また、そう思う根拠は。 

 (2) 国民健康保険税は、今後どのように考 

  えているのか。 

町   長 

４ ３番 平古場 公 子 

１．子宮頸がん等ワクチン接種費用助成につ 

 いて 

  子宮頸がん等ワクチン接種費用助成に 

 ついては、本年１月から開始されたところ 

 であるが、以下の点について問う。 

 (1) 子宮頸がん等ワクチン接種費用助成の 

  内容について。 

 (2) 助成状況について。 

 (3) 今後の助成について。 

町   長 

２．高齢者と子育て支援の充実について 

  町長の選挙公約の中に「高齢者と子育て 

 支援の充実」が掲げてあったが、その内容 

 について問う。 

町   長 

５ ７番 見 陣  幸 

１．町長の施政方針を問う 

  太良町長として、二期目に向けての施政 

 方針を聞きたい。 

町   長 

 

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時32分 開議 

○議長（坂口久信君） 

 皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、議会は成立をいたします。 
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 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事を、お手元に配付しております議事日程表のとおり進めます。 

 議題に入る前に、下平議員のほうから退席の届けがあって、事情については私のほうで判

断をいたしまして退席を認めます。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（坂口久信君） 

 日程第１．一般質問に入ります。 

 今回の一般質問通告者は５名であります。通告順に従い、順次質問を許可します。 

 １番通告者、木下君、質問を許可します。 

○12番（木下繁義君） 

 おはようございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 まず、農林水産振興について、広域漁港整備事業及び漁港建設の状況を問います。 

 ２点目に、今後の浮揚策として、とる漁業から育てる漁業の漁場造成をお尋ねいたしたい

と思います。 

 ３に、19年度から22年度まで４カ年、ガザミの蓄養試験事業が終わり、その結果を問いた

いと思います。 

 ４点目に、23年度からさらに新たなガザミ蓄養の取り組みの考えを問います。 

 ５、アサリ等の漁場再生事業について、またタイラギ養殖の考え方についてお尋ねしたい

と思います。 

 ６番目に、干しノリ等の加工販売促進事業について。 

 この６点を質問をいたします。 

○町長（岩島正昭君） 

 木下議員の１点目、農林水産業の振興についてお答えをいたします。 

 １番目の広域漁港整備事業及び漁港建設の状況についてでございますが、広域漁港整備事

業は、平成13年度から平成22年度までの10カ年の計画で、総事業費19億円、事業内容は道越

漁港の竹崎地区及び道越地区の防波堤の新設等でございます。今年度が計画期間の最終年度

でありますので、事業見直しを行い、現在施工中の２号防波堤の完了をもって広域漁港整備

事業を終了する予定でございます。今後は、各漁港施設の補修及び改良等につきましては単

独事業等で行っていきたいと考えております。 

 ２番目の、今後の浮揚策としてとる漁業から育てる漁業の漁場造成を問うとの質問にお答

えをいたします。 

 水産資源の枯渇などさまざまな問題を抱える水産業では、乱獲を防ぎ、持続的生産を目指

す資源管理型漁業と並んで、より計画生産が可能な養殖漁業や栽培漁業への取り組みが行わ

れております。有明海においても、佐賀県によるタイラギ漁場へのモガイ殻散布や海底耕う
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ん、魚類の増大を目的として、魚類のえさとなる小動物を増殖させる効果がある魚礁を竹崎

沖に設置する事業が実施されております。太良町では、有明海漁協大浦支所によるモガイ殻

散布用のモガイ殻保管場所の整備や、モガイ殻の確保についての支援や、有明海漁協たら支

所によるアサリ漁場の整備についての支援も行ってきたところでございます。今後とも、漁

協や関係者の要望や計画を聞きながら、安定した生産計画に向けた漁場整備を図ってまいり

たいと考えております。 

 ３番目の、19年度から22年度まで４カ年ガザミ蓄養試験が終わり、その結果についてでご

ざいますが、ガザミ蓄養試験は、９月から10月にかけ漁獲される軟甲ガザミを蓄養し、品質

を向上させ、品薄となる春先に販売し、漁家の所得の向上と経営安定を図るというガザミ蓄

養事業の可能性を検討することを目的に、漁協大浦支所に委託して試験を実施してきたとこ

ろでございます。内容といたしましては、蓄養ガザミの商品としての適格性、餌料種別、蓄

養密度別の品質及び生存率等のデータを得ることということであります。食味試験では、平

成19年度から商品としての適格性はあるとの一定の評価をいただいておりましたが、今年度

は屋外の海で蓄養試験を行い、これなら商品として通用するという高い評価をいただいてい

るところでございます。 

 ４番目の、23年度からさらに新たなガザミ蓄養の取り組みの考えについてでございますが、

平成19年度から平成22年度までの４年間で漁協大浦支所に蓄養試験を委託して蓄積したガザ

ミ蓄養に関する技術やデータをもとに、施設の管理方法や構造等について漁協と協議を行い、

安心・安全な商品としての蓄養ガザミの生産を目指して、平成23年度からは、より自然環境

のよい道越漁港の外側での商品化に向けた本格試験を漁協大浦支所に実施していただくよう

計画をいたしております。 

 ５番目の、アサリ等の漁場再生事業について、またタイラギ養殖の考えについてでありま

すが、アサリ等の漁場再生につきましては、佐賀県有明水産振興センターで取り組まれてい

る有明海水産資源回復技術確立事業の試験結果を参考に、底質等の環境や技術的な面につい

て関係機関と協議をし、ともに知恵を出し合いながら推進していきたいと考えております。

タイラギ養殖につきましても、有明海水産資源回復技術確立事業のタイラギ増養殖技術開発

試験、タイラギ等適正生息環境調査の結果を参考に、関係機関と協議をしながら推進してい

きたいと考えております。 

 次に、６番目の干しノリ等の加工販売促進事業についてでございますが、平成21年度に農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、たら海苔生産事業所が実施した、事業費

8,200万円のバラ干しノリ加工処理施設整備に対し助成を行っております。この施設は、板

ノリとしては適しないノリをバラ干しノリに加工し、地域の特産品として販売することによ

り、漁家の収入の安定を図ることを目的に建設されております。また、平成22年度から、加

工、流通、販売、担当職員の人件費について、佐賀県の緊急雇用創出基金事業を活用して助
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成を行っております。販売促進は、遠くは関東までセールスをかけながら、旅行代理店、バ

ス会社とタイアップして、旅行コースにこの施設を入れてもらうなどの営業活動をされてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○12番（木下繁義君） 

 有明海再生のかけ声により、モガイ殻の投入とか海底耕うん等々に努力をしていただき、

多尐の改善が進んでいると思います。しかしながらまた、諫早干拓問題も判決は出たものの、

まだまだ時間が必要であるようになっておりますが、ところで漁民の命と言うべき漁港の整

備が進展していることは何よりの有意義で、喜んでいらっしゃるところでございます。そこ

で、今年度が最終年度というような状況であろうかと思いますが、今年度の、来年３月まで

あるわけですが、大体予定としてはいつごろの完成状況かおわかりですか。お尋ねします。 

○建設課長（川﨑義秋君） 

 お答えします。 

 広域漁港整備事業の２号防波堤につきましては、現在工事を発注しておりますが、内容と

しましては仕上げに当たります上部工事、それと灯台の補償工事であります。これにつきま

しては、ノリの時期に工事ができませんでしたので、繰り越しを行うようにしまして、こと

しの８月末の完了予定というふうに計画をしております。 

 以上です。 

○12番（木下繁義君） 

 ２点目の、今後の浮揚策として、とる漁業から育てる漁業として漁場の整備でございます

が、大浦支所のほうに委託をされて、ことしやったですか、食味試験も参加いたしたわけで、

大変おいしくて好評であったわけでございますが、この４年間の事業の中でヤワラを何キロ

ぐらい購入して、そして大体何月に仕入れて何月に出荷をするとか、それからえさ代、それ

に人件費、それに最終的に成ガニになったカニの販売、どのくらい販売したか、そういう点

について質問をいたしたいと思います。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 軟甲ガザミを10月５日から11月19日まで、415.8キロ投入をいたしております。平均体重

が319グラムというようなことで、そういうふうに蓄養をいたしておりまして、えさは２日

に１回、エビ、イカ、エイ、コノシロ等を投入をいたしております。最終的に生存率が、若

干施設の水面下のところで穴があいてたというようなことで、22年度については37.6％とい

う数字になっておりますので、これを教訓に今後はいろんな方策をしたいと考えております。

19年度から20年度までについては水槽等でしたので、平均で86％の生存率があったところで

ございます。販売につきましては、キロ3,000円というようなことで、大体60キロぐらいを



- 39 - 

販売を、試験販売というふうなことで行っておるところでございます。 

 以上です。 

 それから、必要経費の件でございますが、まず屋外水槽施設の設置工事ということで約

50万円、それから防犯に活用いたします防犯カメラ工事が34万6,000円、キャンバス水槽が

16万8,500円、それからその他海水の水質分析が２万3,940円、それから軟甲ガザミの購入費

が合計で34万1,920円、えさ代といたしましてエビが12万6,455円、それから冷凍イカが７万

6,965円、それからポンプ室の電力が７万8,000円、大体これが主な支出となっております。

合計金額といたしましては206万9,800円程度となっております。 

 以上です。 

○12番（木下繁義君） 

 養殖を、ヤワラを415キロやったということで、販売として60キロ程度、キロ3,000円とい

うことで、相当歩どまりが悪いということでございますが、その一番要因はどういった点で

すか。聞くところによれば、幾らか逃げたとかなんとかというような話を聞きますが、そう

いった点について内容を説明をいただければと思いますが。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 22年度の蓄養試験につきましては、栽培漁業センターの裏手のほうの海のところに海底か

ら80センチ掘って、そこに砂を30センチ入れて、あと網で囲って蓄養を行ったところでござ

います。下のほうの網が一部カニのつめ等で破損をしたというようなことで、主にこれは流

出した関係で36％程度の生存率になったのではなかろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○12番（木下繁義君） 

 漁協のほうに委託をされてそういう結果が出たということでございますが、今の説明を聞

く上に、やっぱし費用対効果ですね、思う以上に悪いという感触を持っております。そこで、

例えば漁協に委託をされても、もう尐し漁協としての責任感をもっともっと持ってもらうと。

ただ受けたけん、逃げたかどうか私は確認はしておりませんけど、逃げたち言うとなら逃げ

たんでしょうけど、400キロからの品物が60キロどまりというような、36％どまりというこ

とは、いかに効率が悪いかと思うわけですね。そうでしょ。 

 そいけん、その辺もさ、前私は言っておりましたように、例えばカキの補助に対しても、

もらえばもらったきりで余り精査がないと。もう尐し担当として中身についてもきちっと精

査をして、厳粛に、これも大事な公金ですから、やりっ放しで、自分の腹痛まんけんていう

ことで考えてもらっちゃ困ると思います。今後、そういう面においてしっかり漁協のほうに

も、委託をする上には申し入れをしていただきたいと思います。それについて御意見お願い

します。 
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○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、そういう試験段階においていろんな流出等、へい死とかいろいろ問

題がございますので、その辺を、これまでのそういうデータをもとに今後は流出等がないよ

うに、きちんと管理等に努めていただくように漁協にも十分指導をして、適切な補助事業に

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○12番（木下繁義君） 

 次、４点目の23年度からさらに新たなガザミの蓄養取り組みについて、どのようなまず計

画であるか。 

 それと場所、先ほど港の外側というような町長の説明であったわけですが、場所、面積、

規模、それからキロ数ですね。事業主体は漁協にお願いをされるかですけど、事業主体まで。

その５点について質問をいたします。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 場所につきましては道越環境広場の北側の地先ということで、面積につきましては

1,000平米、そこに3,000キロの雌のヤワラと、できれば雄のヤワラも投入というようなこと

で一応計画を漁協のほうでしていただいているところでございます。 

○12番（木下繁義君） 

 環境広場の地先というようなことでございますが、具体的に、地先というてもちょっと

我々は、地先は海になるわけですが、そこに鶴ノ瀬という天然の岩礁がありますね。そいけ

ん、その辺を中心にどういった場所、それからどういった施設を考えていらっしゃるのか。

例えば、港の外でやる場合の規模たいね。網あたりでやれるのか、例えば砂をまいて埋立式

にやるのか。その点について詳しく説明をお願いします。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 場所につきましては、海上館さんの前の地先から50メーターあるいは100メーター沖合、

その辺で検討をされております。それから、施設の詳細な内容でございますが、囲い網方式

による蓄養施設というようなことで協議をされております。電柱を立てまして囲い網をしま

して、その周りを布団かごで囲むというようなことで、波等が来ても布団かごが波の衝撃を

和らげる効果があるというようなことで、布団かごを設置して、下のほうにはですね、周り

のほうには布団かごを１メーターぐらい並べると。中につきましては、整地をいたしまして

砂を30センチ程度入れる予定ということで聞いております。 

 以上です。 
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○12番（木下繁義君） 

 そしたら、ポールあたりを立てて、そして網を張るというふうなこと。そして、えさを当

然与えにゃいかんですね。そうした場合に、えさを与えると。そしたら、食べ残しちゅうと

が出てくるわけね。そいで、今まで商人さんとか個人がいろいろな養殖事業をやって、その

かすが、食べ残しのかすが腐敗して、そしてなかなか思うようにいかんやったと。しかし、

今まで４年間の研究の結果、そういった点も十分考慮されてのことと思いますが、そしたら

今度は盗難、例えばタイラギもいよいよ成貝になって、県の養殖の事業がね、とる段階にな

ったら、１日の間に全滅して盗難に遭ったという現状があるわけですよ。そいけん、その辺

もどのようにお考えでいらっしゃいますか。お尋ねします。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 防犯等につきましては、22年度も実施をしておりましたが、防犯カメラを設置して、そう

いう防犯の防止といいますか、それに努めていきたいと考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 今までの状況からいろいろな考え方でそういった本格的な取り組みをやっていただくわけ

ですから、ひとつ成果を、効果、成果を期待をいたしておきます。 

 次に、アサリ等の漁場再生事業について、タイラギ養殖の事業についても、この２点を一

緒に質問をいたしたいと思います。どのような考え方を持っていらっしゃるか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 アサリ養殖につきましては、県あるいは国土交通省のほうでアサリの蓄養の試験を実施を

されております。底質等については、太良の海域は適地であるというような試験の結果が出

ております。ただ、一番課題となるところといたしましては、どうしても貧酸素になってア

サリが死滅するというような状況等もございますので、もうしばらくといいますか、そうい

う課題等まだございますので、県あるいは国の試験結果等を十分参考にしながら、実施に向

けては慎重に対応していきたいなと考えております。（「タイラギのほうは」と呼ぶ者あ

り） 

 お答えをいたします。 

 タイラギにつきましても、漁場の整備というようなことで、モガイ殻散布あるいは海底耕

うんを県のほうで実施をされております。それから、県のほうでの蓄養の試験もされており

ます。現在、砂の上での蓄養についてはある一定の成果が認められるというようなことを聞

いております。今後の課題といたしましては、潟の上で蓄養がうまくいくのかどうかという

ようなことで、23年度もそういうふうにして試験を計画をされておりますので、その辺のデ

ータといいますか、結果を見きわめてから、タイラギについては養殖に向けた取り組みとい
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いますか、その辺を考えていきたいなと考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 平成20年11月13日ですか、長崎県西海区の水産研究所はタイラギの養殖に成功したという

報道がなされた経緯がありますね、御存じと思いますが。それは佐賀県の水産試験場も御存

じだろうと思いますが、そういった面について、担当課あたりも現地の視察といいますか、

調査あたり、そういった研修あたりはされたことありますか。それからまた、その面につい

ては県の試験場等の意見とか話とかお聞きになったことございませんか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 西海区の栽培センターというのが長崎市の三重のほうにございます。昨年か一昨年にうち

の担当のほうが、そちらのほうには研修というような形で出かけていっております。それか

ら、有明水産試験場等とは大浦地区の水産協議会というのを持っておりますので、定期的に

意見交換なり情報交換をいたしておるところでございます。 

○12番（木下繁義君） 

 三重のほうにもこういうことで研修に行ったと。課長じきに行かれたんじゃなかっでしょ。

そしたら、行かれた、どなたが研修においでになったか知らんけど、その研修結果報告はい

かがでしょうか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 復命書等残っておりましたので、拝見をいたしております。結果から申しますと、試験は

成功されておりますが、とても採算ベースに乗るようなものではないというようなことで、

もう尐し、もう尐しといいますか、大分コストダウンを図る手だてと申しますか、技術を開

発しなければ、商品化というか、そういうことはできないだろうなというようなことをお聞

きいたしております。 

○12番（木下繁義君） 

 次に進ませていただきます。６点目のバラノリ等の加工販売促進事業ですね。これの、現

在においていろいろなところに販売もされているというような町長の御説明でございました

が、これは地元にも、買いに行ったら売っていただくとか、それからその効果はどういった

状況か、その辺おわかりでしたら質問をいたしたいと思います。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 地元の方も、ノリの、本町のところの生産販売所のほうに行かれたら購入はできると。あ

と、たらふく館等にも置いてありますので、購入は可能だと思います。 

 で、効果と申しますか、今現在、22年度、22年３月から２月までですが、バラ干しの原藻
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量が400キロ、板ノリ原藻量が500キロを冷蔵保存をされまして、随時計画的に生産、販売を

されております。営業活動については、東京都に９月と今年の１月に営業をかけられており

ます。それから、一部については卸業者ですね、七浦の卸業者さんにも販売をされておりま

す。町長の答弁にもありましたとおり、旅行代理店あるいは旅行会社とタイアップをして、

こちらのほうに観光バスが来ております。聞くところによりますと、１日にウン十万円の売

り上げがあったというようなことを聞いておりますので、今後さらに営業活動に努められて

販売促進を図っていかれるものと考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 大きな２点目ですけど、町立病院の健全経営についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 １、公営企業法の一部適用から全部適用に変更しての状況について質問をします。 

 ２、医師確保について質問をします。 

 ３、未収金対策について。 

 この３点について質問をいたします。よろしくお願いします。 

○町長（岩島正昭君） 

 ２点目の町立太良病院の健全経営につきましては、院長に答弁をさせます。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 お答えします。 

 １番目の公営企業法一部適用から全部適用に変更しての状況についてでありますが、大き

な変更点として、第１点目、管理者が町長から事業管理者、また事務スタッフがかわったこ

とが上げられます。これにより、改革の必要性がスタッフに浸透してきつつあると考えます。

事務長からの幹部会による毎月の業績報告、部署長からの状況報告、検討、また各委員会の

活動により改善の組織風土ができつつあると思います。 

 次に、第２点目として、人事権が管理者に移ったことで柔軟な人事異動や職員の採用がで

きるようになったことが上げられます。このことにより、収益を生むための人員配置と採用

がスムーズにできるようになっております。来年度からは、診療報酬での加算項目が算定で

きる体制になりつつあります。給与改定については、平成23年度中を予定しております。 

 この１年で大きな改革とまではできていないと感じますが、前年度より医師が減っている

にもかかわらず医業収入は若干のマイナスにとどまっておりますので、スタッフの意識改革

が浸透してきたと確信しております。 

 ２番目の医師確保についてでありますが、全国的な医師不足は皆さんも御存じのところだ

と思います。今年度は、人材紹介会社からの紹介による２名の非常勤医師の採用などを行い

ました。４月からは常勤内科医師１名の赴任が確定しています。今後も医師確保また看護師

確保には力を入れていきたいと思います。 

 ３番目の未収金対策についてでありますが、未収金者リストを把握し、来院時の徴収、ま
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た未収金誓約書の取り交わしを徹底するとともに、督促、各戸までの徴収を行っています。 

 以上です。 

○12番（木下繁義君） 

 院長のるる説明を受けたところでございますが、当時の経営から、一部から全部適用にか

わって、今、管理者がかわった云々ということで上向きに向いているというような御説明が

ございましたが、例えば平成18年度で約１億2,000万円のマイナスと。19年度で１億3,000万

円という赤字が続いているわけでございますが、20年度決算では手術件数が19年度に比べて、

73件から20年度は163件とふえ、21年度は191件と伸びているというような状況で、総収益で

７億5,289万2,000云々と。費用が８億8,364万円と。20年度損失が１億3,075万5,000円とい

うような状況で、21年度決算では総収益が８億4,962万円と。費用が８億8,257万2,000円。

21年度の損失が3,295万2,000円と。損失金が大幅に減になっております。 

 それから、20年度の一般病床が60床で利用率が64.4％と。21年度が利用率が66.5％。20年

度の入院患者38.6人から21年度は39.9人と、尐しの伸びがあっております。しかし、20年度

の外来患者５万9,050人から21年度は５万1,613人と7,400人からの減になっておりますが、

外来患者の減の状況ですね、中身、これについてお尋ねをいたしたいと思います。どういっ

たことが主な原因か。お願いします。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 お答えします。 

 今、各診療科で５名の医師がおりますが、平成18年、平成20年当初というのは、小児科、

内科も各科１名ずつ減尐しておりますので、７名いらっしゃいました。外来の患者数の減と

いうのは、医師の数の減尐というのが大きく影響してるかと考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 はい、わかりました。病院の改革プランで中身を見ますときに、収入増加、経費削減の対

策として収入増加に入院患者増を図ると。それから、室料差額を増額するというような、プ

ランにうたってあったわけですが、これについての進捗状況はいかがでしょうか。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 お答えします。 

 室料差額については、21年度から改定を行いまして、若干上げてる状況です。 

 それと、病院の利用率ていうのも、実際前年とほぼ変わらない状況で21年、22年度は推移

してる状況です。ここで１つ言っておきたいのが、先ほど院長からありましたように、医師

数が減尐しているにもかかわらずこの程度の減で済んでるというところは、非常に皆さんス

タッフ頑張ってるんじゃないかと私は考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 医師確保についてでございますが、ただいま院長から説明がありましたように、人材会社
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のほうに相談をされ、４月から１人入っていただくというようなことで、大変期待をいたし

ます。そこで、病院経営というのは先生が頼りであろうと思います、患者に対しては。特に、

過疎地域の自治体病院として、お医者さんの先生が安定的に確保されるのが極めて重要と思

いますが、１人で十分じゃないと思いますが、今後の医師確保についてのお考えをできたら

お願いしたいと思いますが。今後の医師確保についてのお考え。 

○太良病院院長（上通一泰君） 

 お答えします。 

 医師数については、４月から内科１名ふえることは確定しておりますが、まだ十分とは考

えておりません。これまでも行ってきましたけども、大学医局への訪問、あとネットを通じ

ての医師募集、それは継続して行っていきたいと思います。 

○12番（木下繁義君） 

 お医者さんが町立病院の生きるか死ぬかにかかっているような状況でございます。しかし、

何としても町立病院を、これはもうやめるわけにはいかんわけですから、精いっぱいの努力

をお願いしたいと思いますが、町長としても、これには外交も絶対必要であろうと思います。

病院の事務長、院長だけにからわせるというようなことじゃなくして、町長自身も、これは

町民の福祉を買う意味から、ぜひある程度の投資はしてでも頑張ってもらいたいと思います

が、どうぞその考え方をお願いします。 

○町長（岩島正昭君） 

 確かに、太良町におきましては太良病院というのは中核病院でございまして、これは絶や

すわけございません。だから、医師確保につきましては従来から、今回は院長も佐賀医大出

身でありますし、事務長もその旨の横の連絡等々も、佐賀医大ともつながっておりますから、

できるだけ私どもも一緒になって医師確保に臨みたいと思います。で、これは防衛大学とか、

あるいは自治大学、自治医科大学ですね、そこら付近もあらゆる方面に手を伸ばして、でき

るだけいい医者を一人でも多く確保できるように次年度も頑張っていきたいと思います。 

 それには、民間会社等々の人材会社からしてみますと、ある程度の医師の確保に向けては

それなりの負担金がございますから、そこら付近についても皆さんたちから御了解をいただ

いたとおりに予算等を計上いたしまして、いい医者を、スーパードクターとまでは行きませ

んけども、できるだけ、病院というのは、患者さんは、あそこによか先生のおらすと言うな

らば、それ頼ってくるということでございますから、できるだけいい先生を探し当てたいと

思います。 

 以上でございます。 

○12番（木下繁義君） 

 わかりました。収入の面にちょっと触れますけど、現行では不採算病院向けの支援策とし

て、病床数が100床未満の、それから公立病院で同じ町村内に民間も含めて病院が１つしか
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ない場合は、１床に当たり68万円の交付税を自治体に配付するというようなことですが、公

立病院を対象にして１床約50万円ということもうたわれておりますが、これはどっちのほう

を今太良町には該当されていらっしゃいますか。この１点をお尋ねします。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 お答えします。 

 病床数に掛けるっていう方向、そちらのほうで算定してます。 

○12番（木下繁義君） 

 次、未収金対策についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 事務局としては、効率的運営を確保する上に未収金の徴収に努力をされているということ

は、これはもう前伺ってわかっておりますが、現在までの状況、あなたが事務局として徴収

にどの程度出向かれたか、またそれの相手方の状況等について質問いたします。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 お答えします。 

 今年度は、12月ぐらいに集中的に18件ほど出向いています。実際出向いて徴収に伺ったの

はそのくらいです。その中で実際対応ができているのは半分程度です。あとは、実際不在と

かそういうのがありまして、そこには督促を置いております。実際の動きというのはそのく

らいです。で、毎月、もちろん電話の督促やら督促状の配付、そういうのは行っております。 

○12番（木下繁義君） 

 ただいまの説明のように、相当事務長としては努力をされているということは、前の毎原

事務長も一緒ですけど、職務の合い間をもって集金ということは大変であろうかと思います

が、どうしてもやれないのか、経済的にですね。どうしてもやれない事情がある人と、それ

からやらんばとりゃえんやろもんとかというような考え方の人もいらっしゃるようです。そ

こで、10万円以上も18名でもいらっしゃるとか、そういったことは、町民の感覚としてもう

尐し努力をして何とかならんかと。親方日の丸だから未収はそのままほっとっとやなかかと

か、いろいろなそういった意見を我々聞くわけですよ。そういったことありませんて、一生

懸命努力をされておりますというふうなことばってん、結果があらわれないじゃないかと言

われるわけです。 

 そこで今後も、今までのような訪問を18件もされたと。しかし、電気がついとっても返事

がないと。入っていかれんと。それでもう帰るというようなことがあると思います。それで、

今までのそういう徴収方法で今後も考えていらっしゃるのか。また、さらに踏み込んだ徴収

方法を検討考えていらっしゃるのか。お願いします。 

○太良病院事務長（井田光寛君） 

 お答えします。 

 まず、先ほどの10万円以上の18件というのは昨年度末の状況です。それが、今年度１月末
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現在では１件は完済しております。金額にして26万円程度前年より下がってます。そこの努

力も、先ほど言ったような感じのことをやってます。 

 今後のやり方として、医師法19条に上げてありますように、病院に来られた患者さんは診

なければいけない。それはもう医療を提供する側として当然のことです。しかしながら、患

者様も双務義務、支払う義務、そういったものも絶対あるはずですから、その辺はきちっと、

患者様のモラルの問題とも考えますけど、やはりしっかりしていただくような窓口会計での

話、そういったものも力を入れていきたいと思います。 

 あと、踏み込んだ対策としては、実際ここ10名上げてる方はもうほとんど、保険がないと

か、入所中とか、死亡されたとか、そういった方が多いので、保険者徴収というのができな

い状況です。だから、実際仕事をしている方とかは、社会保険とか入ってる方は、保険者徴

収、そういった方法も一つ考えられます。その次には尐額訴訟ですね。そういったとこまで

踏み込んでやっていくというのも考えることができるかと思いますけど、実際そこまで行く

といったらまた費用も発生しますので、費用対効果も考える必要もあるとは思いますけど、

悪質な未収についてはそこまで考えております。 

○12番（木下繁義君） 

 時間も参りましたけど、いずれにしても町内随一の町立病院として地域包括医療を充実、

発展する上にも、事務長、院長筆頭に町長も交えて、ひとつ努力をさらに願いたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 以上、終わります。 

○議長（坂口久信君） 

 ２番通告者、山口光章君、質問を許可します。 

○10番（山口光章君） 

 議長の許可を得ましたので、通告書に従いまして質問をいたします。 

 まず、質問の前に一言申し上げたいと思います。 

 行政の長として岩島町長継続が実現をしたわけでございますが、新たな太良町政の出発点

だと、私はそのように感じております。１期４年間における努力、継続的な事業においても、

あるいは新しい今後の事業あるいは施策においても、この厳しい時代を乗り切るトップとし

ての手腕に私どもは十分期待をしております。 

 それでは早速ですが、質問をいたします。 

 今回の質問は３点ございますけれども、１点目から順よく質問させていただきます。 

 今後のまちづくり対策についてというようなもんでございます。まちづくりについては、

幅が広く、十分に奥の深い問題だと思います。地方分権の時代に入りまして、我が町は我が

町で守っていこうというしっかりした土台をつくっていかなくてはならない時代でございま

す。権限移譲といいますか、そういう言葉も使われております。要するに、権利を町村に移
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すと。県のほうでは非常に仕事が楽になりつつあるかもしれませんけれども、町の職員さん

たち、これまた大変忙しくなるだろうと、そのように思っております。とにかく、まちづく

りに対してはしっかりした土台、基礎づくりが十分に大切なことだと、そのように感じてお

るところでございます。 

 そこで第１点目、若者定住における前向きな雇用問題を今後どのように考えていかれるの

か。 

 ２点目に、１次産業と観光を結びつけての施策を考えておられると。要するに１次産業の

振興策ですね、これを町長は公約として述べられたような感じがいたします。この農林水産

の問題、１次産業の基盤の整備ですね、それがどのような施策を考えておられるのか、具体

的な施策を問いたいと思います。 

○町長（岩島正昭君） 

 山口議員の質問の１点目、今後のまちづくり対策についての１番目、若者定住における前

向きな雇用問題を今後どのように考えていかれるのかについてお答えいたします。 

 我が国全体の人口減尐の要因は尐子化によるものですが、太良町の人口減尐は尐子化と若

年層の流出が要因でございます。若年層の流出に伴う出産適齢人口減尐により出生数が減尐

し、さらに若年層が減尐するマイナス連鎖の状況にあります。太良町の人口減尐に歯どめを

かけるためには、やはり若年層の定住促進が必要不可欠でございます。 

 若年層流出の契機は、大学等への進学、都市部への就職、結婚に当たっての転出者などさ

まざまであり、流出要因は、雇用の問題と住む地域の魅力の問題が複合的に関係をいたして

おります。雇用の維持確保に向けた、まず第１に企業誘致政策が考えられますが、現下の国

内の経済情勢の中での企業誘致は、地理的優位性がある地域でさえ、誘致企業の希望に応じ

て工場用地等をつくる方式ではなく、あらかじめ用地を確保し、工場用地造成等を行って企

業を誘致する方式が求められ、不確定要素が大きい先行投資が必要でございます。現実、太

良町より地理的条件に恵まれながらも整備済みの工場団地が売れ残っている県内の状況を見

れば、太良町にとって企業誘致は極めて困難であると言わざるを得ません。 

 町内の雇用を維持確保するに当たっては、地域内発型の雇用維持確保策が現実的な施策で

あると考えております。まず、町内で事業を起こす起業を誘引し、町内の企業、団体に一人

でも多くの雇用を創出していただくことと、既存企業の雇用維持を図ることが必要であると

考えております。そのための具体策として、補助支援などによる起業支援制度、町内の企業

に対して町民を新たに雇用した場合の雇用助成制度なども研究していきたいと考えておりま

す。 

 若年層流出要因のもう一つ、住む場としての魅力アップの問題につきましては、子育て支

援、教育施策の充実が必要と考えております。若年層にとっては、充実した子育て支援、質

の高い教育環境が居住地選択に際しての大きな動機づけになると思います。このため、子育
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て支援、教育施策の充実を図り、他市町村との差別化を図ることも必要であると考えており

ます。子育て支援につきましては、保育料の軽減、小学生までの医療費助成等を考えておる

ところでございます。 

 住む場としての魅力アップの問題として、地域イメージ、にぎやかさの創出、演出も必要

と考えております。若年層の居住選択肢に際しましては、にぎやかさといった地域イメージ

も重要であることから、にぎやかな地域イメージが創出、演出されるようなまちづくりに配

慮する必要があると思います。そのためには、若者グループが取り組むイベントやまちづく

り等に対しては積極的に支援を行っていきたいと考えておるところでございます。 

 若者が町内に定住を選択する要因は、雇用の問題と住む場としての魅力の問題、また近隣

市町、都市等との比較など個人の価値観ともかかわる複合的なものでありますが、住んでよ

かった、住み続けたいと思っていただけるまちづくりを目指して、総合的かつ戦略的な施策

の研究、検討を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、質問の２番目の、１次産業と観光を結びつけての施策を考えておられるとのことだ

が、具体的な策を問うということについてお答えをいたします。 

 太良町の地域活性化、産業活性化は、町内の１次、２次、３次産業を融合させ、地域資源

を地域内でいかに付加価値を高めることができるかにかかっていると言っても言い過ぎでは

ないと考えております。そのためには、いわゆる６次産業化の仕組みづくりと拠点づくりが

必要であると考えており、具体的には２つの事業展開を予定をいたしております。 

 一つは、地域の１次産品を生かした特産品の開発加工販売拠点施設の建設でございます。

そのため、用地取得費と設計委託費を23年度予算案に計画をしておるとこでございます。施

設の規模、内容につきましては、町民主導の検討委員会等で研究、検討を重ねられ、民間の

協議会等で施設を経営していただき、生産から販売までの６次産業化により地域全体の経済

価値が高められ、その中で新たな雇用が生まれ、地域が経済的に潤うことを期待をいたして

おるところでございます。 

 もう一つの事業展開は、太良町観光協会が道の駅太良の敷地内に移転設置することに対す

る支援でございます。移転後の観光協会は、町内の自然、歴史、文化、各種産品を観光資源

として掘り起こし、町内を体験周遊する、いわゆる着地型観光プランが提示できる観光案内

所を兼ねた施設として整備していきたいと考えております。また、特産品開発等の地域づく

りにチャレンジされる団体等には積極的な支援を行っていきたいと、このように考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○10番（山口光章君） 

 人口１万人ぐらいの町において、尐子化、高齢化の進む社会は全国的に市町村においても

重大な問題でもあります。このような問題にかかわる質問は何度となくほかの議員さんから
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も行われているわけですが、非常に難しいことだと思っております。しかし、若者を太良に

残す施策として、町長は４年間にわたり定住者対策を上げられ、その事業を執行されました。

非常に町民にとってはありがたい事業だと、そのように思っております。 

 しかしながら、この問題について回るのは若者の雇用関係だと思うわけでございます。そ

れにプラス子育ての問題、その支援の事業、先ほどお聞きしましたけども、それは十分にな

し遂げられる可能性は大と思っております。そういった支援の事業とか、また若者の働く場

所があってこそ、若者に経済力がつき、結婚をして子供を育てる、そして家を建てることが

できるということではないかと、そのように思うわけです。そのためにも十分検討、努力を

しておられると思います。ここに資料がございますけれども、定住者対策で新築が平成22年

度までで43件、そのように伺っております。年齢層といたしましては30代が42件、非常に今

働き盛りの方々が経済の安定と同時にそういうことができるというようなわけでございます

んで、これは非常に難しい問題ですけれども、この先々、定住者対策がどのような方向に進

んでいくのか、それもお聞きしたいと思います。 

 しかし、やはりここで、先ほど町長も言われましたけれども、企業の誘致の問題につなが

っていくと思います。これは非常になかなか難しい問題でありますけども、働く場所があっ

ての若者の定住を考えていく必要があるのではないかと思います。この問題につきましても、

私以外にもこれまでに議員さんの中から質問が出ております。まさにまちづくりの対策にお

いてはだれでも着眼点が一緒ではなかろうかと、そのように思いますが、若者の定住策の事

業において今回若者定住の動向はどうであったか。これは、若者だけを太良町に残すという

施策ではないと思います。要するに、転入者、人口増を求めてのそういった施策でなくては

ならないと思いますけれども、その動向はどのようなことであったかと。そしてまた、この

ような事業を継続的に将来的にも進めていかれるのかどうか、それが私がお尋ねしたいとこ

ろでございます。そしてまた、太良に若者をとどめていくだけの施策なのか、それとも他の

市町村からの定住を求められ、人口増を考えていかれるのか、そこら辺をお尋ねいたします。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 太良町では、平成20年度から今年度までの３年間、定住人口の確保と増加を図るために、

議員御指摘の奨励金等を助成をしてまいりました。３年間の実績といたしましては、きのう

現在、49世帯に対し6,300万円の奨励金を助成をいたしております。196人の定住人口の確保

並びに町内の建築業者の方々の雇用の面からも、一定の成果は得られたというふうに思って

おります。しかしながら、当初期待をしておりました若年層の転入が想定したとおりには伸

びておりませず、転入世帯は５世帯にとどまっております。うち50代以下の家族の方は１世

帯のみということでございます。 

 定住促進の条例につきましては、３年間の時限立法ということで制定をさせていただいた
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経緯があります。現状はそういう形の結果になっておりますが、現下の町の財政状況あるい

は住民の皆さんのいろんな意見を総合的に勘案をした場合、若者定住を今後実現していくた

めには、先ほど町長が答弁をいたしましたように、雇用の創出につながる企業支援や保育料

の軽減あるいは小学６年生まで医療費の無料化など、子育て環境の充実と子育て中の若者世

代を中心とした支援策を行って、その定住対策に努めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○町長（岩島正昭君） 

 るる内容的には課長が御説明いたしましたけども、169人の定住人口の確保や建築業者の

雇用等については一定の成果を上げたということを思っておりますけども、本来の目的は、

議員おっしゃるとおりに町外からの定住促進がメーンでございましたけども、町外から太良

町においでになった世帯につきましては、転入世帯は５世帯であったというふうなことで、

ある程度期待外れといいますか、町内の活性化に向けては成果が上がったものの、町外から

の転入につきましてはいささか計画どおりにいかなかったということで思っております。 

 ただ、今後の施策といたしましては、若干課長がお教えしましたとおりに、企業誘致の雇

用もなかなかこれは大変でございまして、農業法人等々の設立等々をメーンで支援を行って

３年になるし、個人でも雇用をしていただけばということと、もう一点は、よそであればそ

うできなかったけども、太良町で子育てをすればこういうふうな補助があります。さあ幼稚

園あるいは医療費、その他もろもろの手厚い補助があるから、子育て中は太良に引っ越して

太良から職場に通うというふうな宣伝を今後して、議員の皆さんたちにもお世話になるかと

思いますけども、そこら辺の子育て支援についてもう尐し厚く予算を組ませていただいて、

太良町であいばおどんも子育てして、太良町でお世話になってから引っ越ししゅうかと。他

市町村から、そこら付近を大いに宣伝して来ていただくような施策をしたいというふうに思

っているところでございます。 

 以上です。 

○10番（山口光章君） 

 町長の手腕に期待しておきます。 

 先ほど申し上げました企業誘致、非常に太良町の場合はマイナス要素がたくさんございま

す。私個人としては、企業誘致は恐らく不可能ではないかと、そのようにとらえておる部分

もございます。それでもって、今ある太良町内の企業ですね。いろんな企業が、減りもしま

したが、ふえつつもあります。そういった企業の手助けを十分に検討していただきたいと、

そのように思っています。 

 先ほど、広域農道が開通いたしました。平成３年の起工式があり、平成３年に生まれた子

供たちが今20歳になっとるわけです。だけど、よく考えてみたら、長いようで短かかったな
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と。今、あれだけの公共事業がこれだけの20年で進むってことは、なかなか困難なんですね。

もっともっと長くかかってるところがあるわけなんですよ。しかし、そういった広域農道を

利用しての企業への手助け、何か案がないかなと、私は常にそう思っとります。振り返って

みれば、愛野代議士あるいは大塚代議士、その方々が種をまかれて育ってきて、全面開通と

いう形になったものですから、何かの縁だと思いますし、鹿島、太良を含んで太良町に独特

の企業でもできればと、そのように思ってるところですけれども、そういった面ではどのよ

うなお考えをお持ちでしょうか。 

○町長（岩島正昭君） 

 １点目の御質問に対して答弁を申し上げましたとおりに、具体的な補助支援対策といたし

ましては、企業支援制度、町内の企業に対しまして町民を新たに雇用した場合の雇用助成

等々を、そこら付近の町内の企業に補助金等々があって、極力雇用をしていただくようにあ

っせんをしたいというふうな助成等も考えておるところでございます。 

 以上です。 

○10番（山口光章君） 

 町長の考え方もわかったつもりでおります。そこで１つ、私の提案ですけれども、町単で

はなく県の施設、そういった施設をどうにかして太良町に持ってこれる力はないのかと。私

は、そういうふうな経済の安定に向けて、そういった県の施設と。いろんなとこありますよ

ね。尐年自然の家とか宇宙科学館とか、そこにはいろんな政治家がおられまして、とにかく

各県内でも県の職場がございます。そこで安定した雇用でもできる。そして、その力強いパ

ワーを若者がこの町で発揮してくれると。よそで発揮してもらっても意味がないと思います。

この町の力になっていただける若者を育てるために、そういった施設を持ってこれるような

力がないもんだろうかと。今回も生き残りました。太良高校の問題ですね。それを要するに

出発点として、そういう考え方をひとつ持っていただきたいと、そのように思いますが、ど

うでしょうか。 

○町長（岩島正昭君） 

 議員さんの発想もいいと思いますけども、今、公共施設、いわゆる町、県、国等につきま

しても、こういうふうな公共施設は指定管理者等々でほとんど民間に委託している状況でご

ざいますから、これもなかなか難しい問題と思いますけども、おっしゃるとおりに太良町は

こういうふうな自然環境に恵まれたとこでございますし、研修施設ですね、一言言えば研修

施設等々も県の誘致課等々に打診はしてみたいと思っております。 

 以上です。 

○10番（山口光章君） 

 このたび経済建設常任委員会で視察研修、県外の視察研修に行ってまいりました。そこで、

中でもおもしろいものを発見した、発見というか気づいたわけなんですけども、それは、そ
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こは福岡県の三潴郡の大木町というところですが、町の役場、庁舎の中に１室設けて結婚相

談室があったんですよ、専門の方がおられてですね。この町も若者の定住にかかわるような

施策とか対策をやっておられるなと、そういうふうに感じました。 

 結婚相談はもちろんのこと、定住策にもつながると思いますけれども、以前私の質問でも

ありますが、やはり雇用の問題です。就職の相談窓口を役場に設置すればどうかと、そのよ

うに考えとったわけでございます。月に１度でもいいです。専門家の方々が来られて相談を

聞いてやると。ハローワークもございます。だけど、鹿島、諫早に行っておっくうになるだ

ろうと思いますし、手始めに身近な足元で、何か仕事ばしたかとばってんなというような相

談が受けられればなと。若者、そして職を失った人たちのアドバイスでもいいんですよ、元

気づける。真剣に考えて取り組んでくれる場所の設置をするのではないかと思いますが、そ

の辺は私の個人的な提案でございます。 

 それでは次に、給食センターの新築構想についてであります。この給食センター、昭和

42年建設である現給食センターも築43年経過し、老朽化が進んでいます。このセンターの新

築構想案を問うと。ちょこっと耳にした話ですけども、そういうふうな構想があったら、ぜ

ひ教えていただきたいと。それは大部分、すべてにわたってはまだ途中かもしれませんけれ

ども、そういう面を教えていただきたいと。 

 実際、監査の久保議員さんたちもおられますけれども、恐らく給食センターには議会の

方々、議員の方々、立ち入ったことは尐ないと思います。どういう状態で老朽化が進んでる

のかとか、そしてまたその設備ですね、そういった面でもわからないと思います。今、非常

に厳しいですからね、衛生面でも。だれもかれもが立ち入って、そこに、たとえ窓が割れた、

天井があれしたというふうな、換気扇が悪いとか。だから、議会の予算の中でも、ただ備品

を、設備費をと言うだけであって、一体どうなってかえていくんだろうかと、これは議会で

はわかりません。目の届かない部分かもしれません。これやったら、これはもう建てかえじ

ゃとか、これはかえじゃとかというふうなあれが全く不透明なところもございますから、そ

の辺を含めて、まずは構想からお尋ねしたいと思います。 

○町長（岩島正昭君） 

 ２点目の給食センターの新築構想についてお答えをいたします。 

 現在、給食センターでは、多良、大浦小・中学校４校及び三里分校の給食を1,015食提供

をいたしてるとこでございます。施設につきましては、議員御指摘のとおり昭和42年の建設

でございますので、老朽化が進み、調理場の面積についても狭く、作業の効率が悪い点や、

敷地自体も余裕がなく、食材の納入にも不便な状況にございます。また、厨房が古いウエッ

トシステムのため、床面に水が残留してる状況にございます。このような状況を踏まえ、安

全・安心な給食の提供ができる給食センターの建築を今後計画をいたしてるとこでございま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（坂口久信君） 

 質問の途中ですけれども、暫時休憩をいたします。 

午前10時59分 休憩 

午前11時14分 再開 

○議長（坂口久信君） 

 定足数に達しておりますので、議会は成立いたします。 

 休憩を閉じ、直ちに会議を開きます。 

○10番（山口光章君） 

 引き続き質問をさせていただきますけれども、先ほどの第１点のとこでちょっと間違いが

ございました。三潴郡の大木町ではございません。熊本県の南阿蘇村、３村が合併したとこ

でございます。済いません。 

 それでは、引き続き質問をいたします。 

 私ちょっと聞いたところによりますと、給食センターが25年度に移転をするというような、

そういうふうな話を聞いたわけでございます。それも中学校のグラウンド内で新築と。現在、

調理能力が１日に1,500食というふうなことを伺っておりますけども、尐子化になりつつ、

今後の施設の概要的な問題ですか、要するに子供たちも減って、とにかく調理のほうも尐な

くなるのではないのかと。調理方法としてはウエット式という形をとっておられるそうです

けれども、どういうふうな形を考えておられるのかというようなことですね。 

 あとは、そうなれば現調理員さんが９名、運転士さんが２名か、そういう中で雇用の関係

も幾らか変わってくるのではないかと。 

 あと、問題は地産地消、要するに地元の野菜、いろんな面をどのように、これまでどおり

ですね、後でちょっと触れますけども、ＴＰＰの問題でいろんなあれが安く入ってくるとい

うふうなことですので、そういうふうなことも含めてお聞きしたいと思います。 

 またあとは、学校給食だけじゃなしに、町内のあらゆる公営の、公共の建物の中の給食を

賄えることはできないもんだろうかと。せっかくつくるんですからね。したら、また違って

くるのではないかというふうなことも考えられますので、そこら辺をお聞きしたいと思いま

す。 

○学校教育課長（高田由夫君） 

 お答えいたします。 

 まず、時期等につきましては、場所等については町長のほうから答弁をお願いしたいと思

っております。 

 私のほうで申し上げたいのは、まずウエット式というようなことはどうなのかということ

でございますので、これにつきましては、今後新しく建設するということになれば、当然今
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はドライシステムということで、ウエット式といいますのは調理作業等が水が床面に一部残

るような、傾斜をつけたような形の構造でございますので、それにつきましてはドライシス

テムのほうでしたいというふうに考えております。 

 それから、地産地消につきましては、現在でも野菜等につきましては51％ほどの町内産の

野菜を使っておりますので、これにつきましては今以上に使っていきたいというふうに考え

ております。 

 それから、もしできれば学校給食だけでなく公営の給食あたりまで考えたらどうかという

ことでございますけども、この点につきましては検討委員会等もまだ今からでございますの

で、その辺は考慮しながら、検討事項ということで伺っておきたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（坂口久信君） 

 町長、答弁よかですか。 

○町長（岩島正昭君） 

 今、議員から、二十五、六年ごろにできるという話は聞いたということでございますけど

も、これは去年過疎債に指定されまして、今後の６カ年計画を出せと、過疎債を利用した。

過疎債で頭出しをしとらん場合は対象にならんということでございましたから、22年から

27年間のうちにどうかということを出さにゃいかんやったもんですから、25から27年のうち

に面出しをしとるというふうなことでございます。 

 また、用地につきましては、まだある程度幾らか、過疎債を上げる以上はある程度模索を

しよるわけでございますけども、今のとこは、あそこの片山付近のほうに車が行く場合は非

常に卸業者さんたちと混雑して、いろんなトラブルが今まであっております。だから、あの

付近についてはだめだろうということで、できるだけ学校に近い箇所を幾らか目安は、用地

交渉云々も土地の所有者等々もまだ行っておりませんし、一つは町有地の中にどうかという

ことを計画をいたしております。 

 それともう一つ、議員から御指摘のあったとおりに、こういうふうな尐子化の中で、給食

センターだけ今のつくって採算合うとかいというふうな、当然のことでございます。だから、

これは、委託業者に委託した場合はどうなるかと。それと、将来的を見越したとこで、鹿島

さんと合同で給食センターばつくってどっちでん配達するような方法はどうかということと、

しおさい館に厨房がありますから、あそこに委託すればどうかということを、もろもろの今

検討をしてる状況でございます。だから、25から７年のうちにというとは、過疎債をつくっ

た場合は利用するということで、頭出しをしてるというふうな状況でございます。 

 以上です。 

○10番（山口光章君） 

 あの通りは、建設の移転の位置を考えますと中学校の中につくらないかんというようなこ
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とでございますけども、先ほど申されましたように道路のあれですね。道路の設備がちょっ

とあれやなと思います。せっかく県道も開通することですし、何となくそういうあれも入れ

ながら考えていただきたいと、そのように思っております。 

 次に、３点目に移らせていただきますけれども、これは非常に今問題になっております環

太平洋経済連携協定についてと。政府は、とにかく６月をめどにＴＰＰ参加の結論を出すと

しておりますけれども、町長、この町に対して、この町の状況下においての町長の考え方、

また関係課ではどのような考えを持っておられるかと。これは参考のために聞いとるわけで

ございますけど。 

○町長（岩島正昭君） 

 ３点目の環太平洋経済連携協定についての、政府は６月をめどにＴＰＰ参加の結論を出そ

うとしてるが、町長またその関係課ではどのような考え方を持っておられるのかについてお

答えいたします。 

 菅首相は、昨年の10月１日の衆参両院本会議の所信表明演説で、ＴＰＰ、いわゆる環太平

洋パートナーシップ協定交渉の参加の検討を表明されております。しかし、民主党内にＴＰ

Ｐを慎重に考える会が立ち上がるなど、推進派の政府と慎重派の党という構造になっておる

ようでございます。 

 政府の新成長戦略実現会議の資料によりますと、ＴＰＰ最大の特徴は、2015年までにあら

ゆる分野の自由化、関税撤廃を実施することでございます。一般的なＦＴＡやＥＰＡは、貿

易額で１割程度は協定の例外にできます。日本がＴＰＰに参加すれば、関税による国境措置

は効力を失い、麦、米、乳製品や牛肉などの畜産物、砂糖など多くの農産物が破滅的な打撃

を受けることは必至でございます。 

 昨年12月１日に開催されました全国町村長大会において、政府に対しましてＴＰＰ反対を

明確に表明するＴＰＰに関する特別決議がなされたところでございます。また、昨年の12月

16日付で、太良町議会からもＴＰＰ交渉参加への慎重な対応を求める意見書を政府、国会に

提出をしていただいておるところでございます。町といたしましても、ＴＰＰ参加への慎重

な対応を求めるとともに、国の動向を注意深く見守っていきたいと、このように考えておる

ところでございます。 

○10番（山口光章君） 

 先ほど町長がおっしゃられたとおり、菅首相は10月１日に所信の演説の中でそのように申

されたというようなことで、環太平洋パートナーシップ協定ですか、それを参加の検討を表

明されたというふうなことですから、先ほど町長も申されましたように、それに対しての積

極派と、そしてまた慎重派というようなことで、政府対民主党のやりとりの中で今非常に波

紋が広がってると。 

 しかし、我が国は農業国であり、そしてまた県も農業県であり、太良町もそれこそ農業の



- 57 - 

振興に力を入れるところでもございますので、こういう問題は直接農業、畜産、水産業の問

題にもかかわってくると思いますので、その点を十分踏まえて、議会のほうからでもそうい

うふうなあれを提出したわけでございますけれども、これは本当にそうなった場合、結果は

そりゃわかりません。しかしながら、町長が１次産業の振興策に取り組んだり、あるいは、

基幹は１次産業ですから、そしてまたそういうふうなものとの観光とのドッキングをしての

まちづくりをしたいと。そういうふうな考え方がおありですから、一生懸命この問題には取

り組んでいただきたいと、そのように思っております。 

 これで私の質問を終わります。 

○議長（坂口久信君） 

 ３番通告者、牟田君、質問を許可します。 

○５番（牟田則雄君） 

 議長の許可を得ましたので質問をいたしますが、まずその前に、岩島町長、事故からのけ

がの完治と、それから無投票による２期目の当選、お祝い申し上げます。おめでとうござい

ます。 

 それでは、質問に入りたいと思いますが、今、官民の所得格差が拡大していると言われて

いる中で、我が太良町について行財政の中でどういうふうになっているかということを質問

したいと思います。 

 それで、１番目に行財政について、我が太良町の職員給与、議員、特別職の、議員も特別

職ですが、特別職の報酬等は県内の他市町村と比較して、もちろん住民所得を含め、高いと

思うのか、安いと思うのか。また、そう思われる根拠、概念はどういうことか。 

 それと、行財政の中でほぼ同じ位置にあるかと思いますが、国民健康保険税は今後どのよ

うに考えておられるのか。我が太良町にとっては非常に重大な、大きい財政でございますの

で、この２点について質問したいと思います。 

○町長（岩島正昭君） 

 牟田議員の質問の１番目、町の職員給与、議員、特別職の報酬等は県内の他町村と比較し

て高いと思うか、安いと思うか、またそう思う根拠はについてお答えをいたします。 

 他町村との給与の比較につきましては、ラスパイレス指数でしか比較できないと思います。

国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数であり、職種、

経歴に相当する国家公務員の給与額を100として比較した場合に算出されるもので、全国の

地方公務員で採用されてる指数でございます。議員、特別職等の報酬は、各市町の条例で規

定された額を比較したものでございます。住民所得については、比較参考となるデータが見

当たらず、産業構造の違いもあって、高い低いの違いを説明することはできません。県内の

市町の状況を比較した太良町職員のラスパイレス指数及び平均給与月額、特別職の報酬額に

ついては最低の域にあり、議員報酬につきましては県内平均の域にあります。 
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 次に、２番目の国民健康保険税は今後どのように考えてるかについてお答えをいたします。 

 国民健康保険税は、国民健康保険に要する費用に充てる目的で、被保険者の属する世帯の

世帯主に対し課する税金であり、国民健康保険を運営していく上で必要な財源でございます。

しかしながら、伸び続ける医療費や不況等による税収不足などの影響により赤字が生じる事

態になりましたので、今般、税率を改正したところでございます。 

 なお、今後も、医療費の伸びや税収、国・県の負担金等の動向によっては、さらに厳しい

状況が続いていくものと思われますので、保険税につきましては随時見直しが必要になって

くるんではないかと考えておるところでございます。 

 以上です。 

○５番（牟田則雄君） 

 今、町長のほうからお答えいただきましたが、この比較は官と官の比較ですね。今言われ

ているのは、例えば太良町でいえば太良町の町民の平均所得と官、いわゆる公務員の所得が

どのくらいあるのかということが言われていることで、官と官の比較じゃなく、佐賀県民所

得もそうですが、太良町の平均所得あたりのデータは執行部のほうではつかんでおられませ

んか。 

○総務課長（岡 靖則君） 

 お答えいたします。 

 所得の比較についてはありませんので、お答えできません。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら、私が手元に用意しておりますが、それをお知らせしたいと思います。 

 これは、佐賀県経営支援本部の統計調査課というところで出しておられるんですが、これ

が確定しているのは19年度分で、20年度、21年度についてはまだ出ておりません。その後、

佐賀県の所得が向上しているということは多分ないと思いますので、我が太良町においては

これ以下になってるんじゃないかと思いますが、19年度で申し上げますと、佐賀新聞等にも

載っておりましたが、このデータと多分一緒だと思います。太良町の19年度の平均所得が

173万円ですね。これは佐賀県で何番目と思われますか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど、牟田議員からの173万円という数字については、平成19年度の市町民経済計算と

いうことで県が発表している数字だと思います。この数字でいきますと、20市町内で一番最

下位でございます。 

 しかし、お断りを申し上げます。統計課が発表をしております市町村経済計算による市町

村民所得という数字でございますが、この数字につきましては、太良町内の全域の生産活動

によって生み出された付加価値が幾らであったか、太良町内で生産活動によって生み出され
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た付加価値が幾らであったかという数字でございます。これは、賃金、雇用者報酬と申しま

すけども、賃金と利潤、企業所得の利潤でございます、それと財産所得、利子配当、その賃

金と利潤と利子配当の付加価値が地域内でどれだけ発生をしたかという数字を示すのが市町

村民の所得でございます。経済計算でいう所得でございます。よって、１人当たりの市町村

民所得というのは地域経済全体の水準を示すものを算出したものでありまして、地域間の比

較をするための資料であります。それで、数字というのは、個人の給与や個人の所得の平均

を意味するものではないということで定義をされております。 

 ですから、繰り返しますが、太良町の地域内で新たに付加価値が加わった部分の数値でご

ざいますので、個人の給与や個人の所得の平均を意味するものではないということでござい

ます。ですから、経済規模の地域の比較はこの数値を使って比較ができますけども、１人当

たりの個人所得とは数字が違うということを御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 それでは、同じ統計の中で職員所得が570万6,000円、これは同じ比較表で出ている数字で

すが、これも今説明されたとと同じ理解でいいわけですか。職員の平均所得は太良町におい

ては570万6,000円ということで統計上出てるんですが、今説明されたような統計のとり方で

職員の統計もとってあるということですか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 職員の統計資料というのは、市町村民経済計算に出てくる数字でございますでしょうか。 

○５番（牟田則雄君） 

 これは、今説明したとおりに、佐賀県の経営支援本部統計調査課というところで出されて

いる調査の結果の表なんですよ。今のところこれしかないでしょ、佐賀県の比較検討は。そ

れでいいです。ほかのところも今企画課長から説明されたようなやり方で全部、20市町村同

じやり方でこれはされた結果の表だと思うんですよ。あくまでこれを参考にして質問をして

いきたいと思います。 

 それで、これによりますと、その前に県の、今言われた所得の出し方で、平均の所得はそ

したら幾らになってますか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 今、手元にある資料によりますと、県平均で257万5,000円が付加価値を生み出した県の平

均の所得というふうになっております。 

 以上です。 

○５番（牟田則雄君） 
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 そしたら、県の平均に対して我が太良町は何割、何十％になってますか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 67.2％でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 それで、これはもう単純な、これよりほかにないということですので単純に比較していき

ますと、太良町の場合は職員に、先ほどは官を分母にして官を分子にして答弁を町長がされ

たんですが、町民側からしますと、自分たちの町民所得を分母にして、そして官を分子にし

て計算していきますと、太良町の場合は職員給与のほうが、所得の部分でいきましても

3.3倍なんですよ。そして、県の平均をとってみますと2.4倍。0.9倍ぐらい太良町、0.9倍と

いえばとんでもない数字と思うんですが、今太良町はそれほどの官民格差の中で町行政が運

営されているということじゃないんですか。どうでしょうか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 官民格差の問題を御指摘でございますが、先ほどから申し上げておりますように、民間の

給与水準あるいは所得水準という統計については、日本全国どこでも一緒なんですけども、

各市町村、その絶対数値というのは持ち合わせておりません。それで、今御議論になってい

る市町村民所得については、先ほどから申し上げてますように１人当たりの給与や収入の水

準を示すものではございませんので、ＡとＢの比較はできるんですけども、絶対額について

の比較はできないというふうに思ってます。 

 あと、官民の比較につきましては税サイドでいろんな所得の把握を行いますが、その税サ

イドの所得についての統計資料というのは全国どこでも持ち合わせていないと思います。そ

れはなぜかと申しますと、１次産業、２次産業、３次産業について、税制度全体の所得捕捉

率の大きい問題がございますので、単純に比較ができない部分もあります。 

 そういう面で、官民の格差について数値的な部分を太良町持ち合わせておりませんので、

国が示す人事院勧告で、官民の格差の調査をされて人事院勧告がなされる制度になっており

ますので、そこでの比較をされた上で国家公務員に準じて給与等が地方も算出されてるとい

うのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 今、人事院勧告等々言われたんですが、それは大体人為的にできる問題ですね。ところが、

今町の平均所得についてのるるいろいろな説明をされたんですが、それは多分佐賀県いっぱ

い同じ条件の中で、太良町だけ今説明されたような統計のとり方でされてるわけじゃないで

しょ。それは、佐賀県いっぱいどこでも同じ条件で統計はとっておられるんじゃないですか。

違いますか。太良町だけ今説明されたような統計をとって、よその市町村は違う統計のとり
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方をされてるんですか。同じ条件の統計のとり方でこの表は出てると思うんですが、そこら

辺はどうでしょうか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、計算はすべて同じ、どこの市町村も同じような形で計算をされてい

ると思います。しかしながら、市町村民所得に出てくる数字が、必ずしも雇用者の報酬、賃

金だけじゃなくて、そこの中に企業所得が入っております。企業の利潤が入っております。

それと、財産の利子配当の所得も入っておりますので、各市町村でその構造が違いますので、

その全体をとらえて給与だけ比較するについては、数値的には若干の疑問があるというふう

に思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 ですが、これは、そこの市町村の現在置かれてる経済力とか、そういうものを単純比較す

るのには大体この資料でいいんじゃないですか。どうでしょうか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 経済規模、経済活動の付加価値の部分を比較するための経済計算資料でございますんで、

それについてはもちろんそういう統計資料でございます。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 別に太良町が給料が安いとか低いとか、そういうあれじゃなく、盛んに官民格差が広がっ

ているということをあらゆるマスコミ等でも今言われてるもんですから、太良町の現状が佐

賀県内でどういう位置にあるのかていうとを、私も含めて町民の方も、ただそう言われて、

太良町はちょっと経済力が弱いとかなんとかということの実数字として、見ておられる皆さ

んたちも、太良町が今どういう経済力の状況の中にあるのかていうとを確認したいがために、

この質問をしてるわけですよ。 

 だけん、あなたたちの給料が高いんじゃないかとか安い、そういうことじゃなく、今太良

町の状況が、例えばこの表で見て200万円切っている市町村ていうたら太良だけしかないわ

けですね。そうでしょ。多分、表を持っておられると思うんですが、太良町だけしかないで

すね。でも、高いところにいきますと、300万円超えてるところも結構な市町村あるわけで

すね。そういうことを考えてみますと、この格差を縮めるのには経済力を上げるか所得を上

げるか、今私が質問の中に出してる職員給与とか特別職の給与を下げるか、どっちかしない

と、早い話では他市町村に近づくということは、何かほかに方法はありますかね。ちょっと

質問します。 
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○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 この数字自体を上げるのは、町内で各企業さんが利潤を上げていただく、あるいは財産所

得によって利子配当を高めていただく、あるいは太良町にいろんな会社ができて、そこの中

で働く人の雇用が生まれて賃金が上昇するというようなことがあれば、この数字自体は上が

ってまいります、単純にですね。そういうことでございます。ですから、県内では鳥栖市が

筆頭なんですけども、どうしても鳥栖市あたりにつきましては、企業と財産所得と雇用者報

酬については企業所得が40％を占めております。太良町は約25％ぐらいしか占めておりませ

ん。あと、企業の数が多いのに伴って雇用者も数が多いというわけで、鳥栖市が断トツなん

ですけども、そういう構造的な部分が変わっていけば、この数字自体は上がっていくものと

考えております。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 今の民主党政権下の中でも、マニフェストに、今はどこに行ったかわかりませんが、公務

員給与の２割カットというマニフェストを堂々と掲げて今の政権もなってるわけですよ。た

だ、国会答弁あたりを聞いとったら、国、地方合わせて公務員給与総額が28兆円、これ私が

調べたわけではなく国会答弁の中でされてるもので、これを２割といえば５兆6,000億円で

すかね。それを目指しているという、マニフェストはあくまで目指してるということでしょ

うから、そういうことまで言われとる中で、私、カットされるよりも、町までは来て町でそ

れを有効に、２割削減して、その２割分を太良町民のために使ってもらうほうが、国でカッ

トされたら、その金の分町には来なくなるわけですから、全額町にはいただいて、そしてそ

ういう方向なら、いち早く太良町も１割か２割かという考えて、これ後の国保税にもつなが

ってくる質問をしたいと思うんですが、そういう考えがありましたのでここのところを質問

したんですが。 

 これはそしたら、ほかに純粋な町民所得という統計なんかは今とってるところはないわけ

ですか。佐賀新聞にでもこれをすぐそのまま全面的に出してされとったもんで、これが私は

普通の県民所得、町民所得と思ってこれを見たんですが、そこら辺はいかがですか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 当初御説明したとおり、この経済計算については、実際の市町村民個人の給与や所得の水

準を示す数字ではございません。それで、そういう数値が実際ないのかと申し上げますと、

実際そういうのはございません。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら確認ですが、同じ統計上で出てきた、先ほど言うた職員給与の年間の所得という
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のは、太良町が平均で507万6,000円というとは、これはそしたら、これ同じ統計調査課から

出てる多分数字と思うんですよ。これはそしたらどういう含みがあるんですかね。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 今、資料をお持ちになっとる分は、市町村民経済計算の統計表でございますでしょうか。

それとも、違う統計書でございますでしょうか。（「経営支援本部統計調査課というとこか

ら出てる……」と呼ぶ者あり） 

 県の統計調査課からいろんな統計調査が出ております。給与実態調査とかいろいろ、社会

経済調査とかいろいろございます。それで、毎月、給与実態調査あたりも国、県が企業を抽

出して実態調査をやってるところでございます。ですから、あくまでも平均的な部分という

ことで、太良町全体を網羅した太良町の区域内の所得というデータはございません。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら、ここにただし書きつけて、市町民所得は平成19年度分、平成19年度市町民経済

計算の概要という中でこれ出てるんですよ。頭のとこには市町村民所得ということでここに

は出てるんですが、今のあれとちょっと違うみたいですが、どうですか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 市町村民経済計算の概要に出てきてる、これは、すべて今手元に持ち合わせておりません

が、その数字が基礎資料としての数値なのか、計算する前の基礎資料の数値なのか、それを

確認をさせていただかないと、なかなか答弁が難しいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら、もとになっているのは１人当たりの市町村民所得ということで出てる、それが

もとになってるんですよ。その中に19年度、ずっとこれが８年度から県民の１人当たりの平

均でいって、県の平均が先ほど言われた257万5,000円、そして太良町が173万円ということ、

この統計の中から今拡大して私が質問してるわけですよ。だけん、この中には１人当たりの

市町民所得て書いてあるんですよ。その所得の中身が今説明されたように全然違うというこ

となら、ちょっとこの質問しても、どっちにしてもそこそこの市町村の今の経済状態という

とはほぼこれに近い、割合的には近いんじゃないですか。違いますか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 数字そのものが近いとか近くないとかについてはお答えできませんけども、他の市町村と

の比較がじゃあ正しいかどうかといいますと、それは比較においては有用な統計資料だとい

うふうに考えてます。 
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 以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 はっきりしたあれがわからないなら、今、大方の概要の話で終わりますが、次の２点目の

国民健康保険税は今後どのように考えているのかということでお答えをいただきましたが、

この間の全協の中でも、今年度また改めて１億9,500万円の繰り入れをしないとやっていけ

ないということを言われました。そしてその前に、今度また増額、国保税の増額案としてモ

デル世帯が幾らということを我々に資料をいただきましたが、このモデルのとおりに増額を

しました場合に、総額で大体これどのくらいになりますか。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えいたします。 

 先般、保育料のほうを値上げをさせていただきまして、この間の計算でいきますと約

4,000万円から5,000万円くらいの歳入増になるかと思いますけども、先ほどから申されてい

ますように所得が非常に落ち込んでおりますので、所得の金額あるいは徴収率の問題等が絡

んできますので、丸々は入ってくるということはないかと思います。幾らか落ち込むかと思

います。 

 以上です。 

○総務課長（岡 靖則君） 

 済いません。先ほどの答弁のところで、うちの若干資料のところで説明漏れがありました

ので、つけ加えて説明させていただきたいと思ってます。 

 他町村との比較ということで、町長の給与報酬については県内の町は77万7,000円が最高

で、太良町を除く平均では75万1,111円になりますけども、町長の報酬については県内で最

低の64万3,000円。それと、副町長についても、町の最高は63万7,000円で、太良町を除く平

均でいきますと61万2,500円ですけども、太良町の場合は53万7,000円ということで最低。教

育長においても、町の最高は55万6,000円ですけども、太良町を除く場合には52万2,000円が

平均ですけども、教育長の報酬についても48万4,000円。それと、平均給料月額ですけども、

これについても町の最高は33万5,500円で、平均が太良町を除く場合は33万600円ですけども、

太良町においては県内で一番最低で31万2,400円という状況になっております。それと、ラ

スパイレス指数についても、町の平均は95.7ですけども、太良町では94.7ということで、参

考までに御報告したいと思ってます。 

○５番（牟田則雄君） 

 詳しく説明いただきましたので、そしたらちょっと一般的な疑問ですが、太良町の場合、

再就職といいますか、公務員でも一般の企業でもいいんですが、定年退職まで勤められてや

められた方が太良町の何かの職につくときの給与問題については、普通、一般の場合は、あ

るところは年金といいますか、それと含めて現役時代と同じ給料になるようにということと。
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普通、我々みたいなところの一般企業にしますと、大体現役のときの半分ということが、今

いろいろ調べてみましたが、ほとんどそれが常識ですね。太良の場合はそこら辺は、それで

も就職したら満額と考えてやっておられるのか、それとも定年退職まで勤められた方が再就

職される場合は半分とか、年金と合わせて現役時分と同じという、そこら辺の考え方として

はどうですか。 

○総務課長（岡 靖則君） 

 お答えいたします。 

 再雇用の件だと思いますけども、再雇用になった場合は給料の上限額が決まってまして、

給料等については大分低くなるようになっております。 

○５番（牟田則雄君） 

 いや、私ははっきりと、ごく一般的には半額というのが社会常識になってるんですが、太

良町の場合はそこら辺の基準は、かなり下げてるじゃなく、そこら辺が何割ぐらいのという

ことで考えておられるのか。町民の方はそこのところが、ある程度下げてじゃわかりません

ので、大体基準としてどの程度に考えておられるかということをお願いします。 

○町長（岩島正昭君） 

 議員さん、調べさせよりますから。議員さんの御質問等には、定年になってそのまま、再

雇用というて、またそこに入る、他の市町村等々は再雇用制度をとっておりますけども、う

ちの場合は今んとこ再雇用しよらんもんですから、条例等を今調べてますけど、大体半分強

ぐらいとは思いよっですけど、正式数字は今させよりますから、ちょっと待ってください。 

○副町長（永淵孝幸君） 

 実は、職員の給与は、よく国家公務員の給料表を使って、人事院勧告ですね、その表を使

ってるわけですけれども、国家公務員の給料表は１級から10級という給料表の範囲があるわ

けです。それで、我々が使うところは６級まで、10級のうち６級までを使っております。そ

して、調査されるのは50人以上ぐらいの企業をもって、民間の企業をもって国家公務員との

給与の比較をされて人事院勧告が出されるわけですね。ですから、それをもとにしてうちの

ほうも給料表は準拠して使っていると、国、県に準じてですね。そして、公務員はいろいろ

制約がございまして、例えばアルバイトもしちゃいけませんよとか、こういったことはしち

ゃいけませんよというようなこともいろいろ制約がございます。ですから、本当にもらうの

は給料だけです。ですから、そういった中で、これは生活給ですから、そういったことでひ

とつ理解していただきたいと思います。 

 それで、先ほど総務課長が言ったのは、他市町と比べても太良町は高い範囲でもないし、

国家公務員を100としたとき94.1のラスパイレスですよというところも、そういったことで

説明申し上げたわけでございますので、そういったことを理解していただきたいと。それか

ら、町内のいろいろな各種産業とか、１次産業含めてですね、そういった町民さんの所得と
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比較して高いというふうな御指摘だと思うわけですけれども、そういった面では、先ほど申

しましたような状況で給料表、国家公務員のそういった給与体系を用いてやっているわけで

すから、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○総務課長（岡 靖則君） 

 お答えいたします。 

 先ほど町長が言いましたように再雇用はありませんけども、一応70％程度ということにな

っております、給与のですね。 

 以上です。 

○議長（坂口久信君） 

 昼食のため暫時休憩をいたします。 

午後０時５分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（坂口久信君） 

 定足数に達しておりますので、議会は成立をいたします。 

 休憩を閉じ、直ちに会議を開きます。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら、私が先ほどからるる自分が持ってる表をもとにして質問をしてきたんですが、

佐賀新聞とかほかの新聞等も、この数字をもとに官民格差が拡大しているということを社説

みたいにして載っとる。そしたら、今の企画商工課長さんの答弁によれば、そういう比較す

る資料は、今のところ的確な資料はないということで、佐賀新聞等ははっきりした資料はな

いままにああいう報道をやっているということの確認をちょっとしてみたいと思います。そ

れでいいでしょうか。 

○企画商工課長（桑原達彦君） 

 お答えをいたします。 

 マスコミの報道各社がどういう形で基礎データに基づいて報道されるかについては、すべ

てを把握する立場ではございません。私が御説明してる分については、市町村民経済計算に

おける１人当たりの市町村民所得は企業所得なども含んだ指標であり、個人の給与や収入を

１人当たりを示した数字ではないということを御説明しているということでございますので、

以上でございます。 

○５番（牟田則雄君） 

 そしたら、次の議会かいつかでここら辺は確認してから、また機会があったらそのことに

ついて質問をしたいと思います。 

 次の国民健康保険税は今後どのように考えているかということで、答弁を先ほどいただき
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ましたが、先ほど健康増進課長のほうからも、今度値上げする増税分で約4,000万円か

5,000万円ぐらいの、これは全部集まったときの計算とは思うんですが、それでいきますと、

ことしまた今度案として出される１億9,500万円に対して、増額しても１億4,500万円不足す

るということですね。これは多分、今後ある程度の一定期間続くんじゃないかと思うんです

よ。それで、21年度の決算で約２億2,000万円の基金積み立てのほうに回ったお金があった

でしょ、決算で資料をいただいてると思うんですが。そっちのほうでこれをあれされるのか、

今後それだけ１億5,000万円近くの財源が不足するのをどういうふうにやっていこうと考え

ておられるのかお聞きいたします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 

 国保の基金も底をつきまして、一昨年から議員全員協議会あたりのほうでも御検討いただ

きまして、大体赤字額を大きく見込んでも１億5,000万円ぐらいかなと考えたところで、

半々、町から繰り入れをできたら半分、増税を半分ぐらいどうだろうかということで計画を

いたしていたところでございます。 

 それで、今牟田議員がおっしゃったように、ことしの３月の補正で１億9,500万円の繰り

入れをお願いをいたしてるところでございます。ただ、これは今、仮決算の状況でございま

して、国の調整交付金、県の調整交付金あたりが２月の時点で算定をいたしまして、その金

額が落ち込んでる関係で、本当の決算というのは５月にならないとわからないんですけども、

今の状況の仮決算の中では１億9,500万円ぐらい繰り入れとかないと赤字になるということ

で、補正をいたしてるところでございます。 

 本来の赤字というのはわからないんですが、今言われたように、これから多分１億円近く

の赤字が出てくるんじゃないだろうかなと思います。それで、5,000万円程度の増税で、半

分やったら5,000万円なんですが、これ本当はっきりした金額はわかりませんので、繰り入

れに関しましては運営協議会あるいは議会の皆さん方とも協議を重ねながら、そしてうちの

上司と検討しながら、その都度どうしていくか協議を重ねながら決めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○５番（牟田則雄君） 

 この額が、例えば１億9,500万円そのままてするなら、太良町の総人口１人当たり約２万

円ぐらいになると思うんですよ。今、１万人切ってるでしょ。それで、世帯数を3,000とし

て考えた場合は１世帯当たり６万円の金を、町民に使える金をそっちのほうに回さにゃいか

んという計算に、多分計算上はなると思うんですよ。それで、増額分で4,000万円、5,000万

円引いても１世帯当たり４万5,000円ぐらいの持ち出しになると思います、単純計算でいっ

たら。そのうちの４割は国保に、もちろん高年齢になってきますと必然的に皆さん国保のほ
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うに移っていくわけですが、現時点では、その４割の方は本来は負担せんでもいい人の負担

額がこの中に入ってますね。そこのところはどう考えられます。入ってるか入ってないか、

ちょっと考え方を聞かせてください。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 

 基本的に、国民健康保険の加入者が保険料は当然、お金が要る分は負担すべきところでご

ざいます。で、今牟田議員言われたように、確かに一般会計のほうから繰り入れるというこ

とになれば、さっき計算されたように、一般会計で入ってきた分のお金が国保の被保険者の

ほうに回っていくということは確かにそのとおりかもわかりませんけども、国民健康保険に

関しましては、構造上の問題が今全国でも指摘をされております。というのが、私たちも共

済組合なんですが、社会保険の方々は今のところは国保に入ってないわけなんですが、60、

定年を迎えて、今度は国民健康保険に加入をせんばいかんというふうになっております。そ

れで、一番の問題点が、20年、30年、社会保険に入ってて健康で来たにもかかわらず、定年

を迎えて国民健康保険に入ったら病気になったと。そういうことで今度は医療費がかかって

くるという、構造上の問題もございます。 

 で、国民健康保険というのは保険の最後のとりででございます。これがなくなったら医療

関係は崩壊いたしますので、国も大体お金を出しながら維持していこうと。これは県も一緒

です。で、今この国保制度はなってるわけなんですけども、ですから国保の制度自体のあり

方を考えていただいて、ある程度の支援等も必要かと存じますので、一概にはそれが本当か

どうかわかりません。しかし、この問題は日本じゅうの問題でございますので、その辺は考

えていただいて、支援と言うのか何と言うかわかりませんけども、町全体で考えていただけ

ればと考えております。 

○５番（牟田則雄君） 

 この額は、多分一時期、減尐する可能性は尐ないと思うわけですね。それでぜひ、これは

ずっと大きくなっていく財政でございますので、今健康増進課長が言われたように、これは

しっかり町としても考えていただいて、今後いい方策を考えていただきたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（坂口久信君） 

 ４番通告者、平古場君、質問を許可します。 

○３番（平古場公子君） 

 議長の許可を得ましたので、通告書に従って質問をいたします。 

 １点目、子宮頸がん等ワクチン接種費用助成について質問をいたします。 

 子宮頸がん等ワクチン費用助成については、本年１月から開催されたところでありますが、

以下の点について質問をいたします。 
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 １点目、子宮頸がん等ワクチンの費用助成の内容について。 

 ２点目、助成状況について。 

 ３点目、今後の助成について質問をいたします。 

○町長（岩島正昭君） 

 平古場議員の１点目、子宮頸がん等ワクチン接種費用助成についての質問にお答えをいた

します。 

 １番目の子宮頸がん等ワクチン接種費用助成の内容につきましては、中学１年生から高校

１年生の女子を対象とした子宮頸がん予防ワクチン、生後２カ月から４歳までを対象にいた

しましたＨｉｂワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種に伴う費用の金額を助成するもの

でございます。 

 ２番目の助成状況についてでございますが、３月１日現在で子宮頸がんが96名、Ｈｉｂワ

クチンが71名、肺炎球菌が70名、合計の237名に対し助成をいたしております。まだ始まっ

たばかりでもあり、現段階では３割程度の接種状況となっております。 

 ３番目の今後の助成については、施政方針でも申し上げましたように、尐子化対策及び感

染症予防対策の一環として引き続き実施していく予定でございます。なお、子宮頸がん等予

防ワクチン接種費用の助成につきましては、国の補助対象は本年１月接種分からとなってお

りますが、太良町におきましては町単独補助として、昨年の４月から接種された方も対象と

いたしております。また、子宮頸がんワクチン対象者におきましても、国は対象年齢を高校

１年生までといたしておりますが、太良町におきましてはこれも町単独事業として、対象年

齢を高校３年生までに引き上げて助成するよう予定をいたしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○３番（平古場公子君） 

 子宮頸がん等ワクチン接種費用の内容について、１から３までまとめて質問をいたします。 

 この費用の金額、全額費用の助成ということですが、金額は幾らでしょうか。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えいたします。 

 費用の全額助成ということで金額なんですけども、子宮頸がんの予防ワクチンが１回１万

5,000円、３回接種が必要ですので４万5,000円の助成となります。Ｈｉｂと肺炎球菌につき

ましては、年齢によって接種回数が違ってきますけども、Ｈｉｂワクチンが１回7,350円で、

これも４回、２カ月以上からですけども、４回接種をいたしますので、個人的に４回分で２

万9,400円の助成。肺炎球菌ワクチンにつきましても、多い方で４回接種をいたします。そ

れで、１回9,800円ですので３万9,200円の助成となっております。 

 で、Ｈｉｂと肺炎球菌につきましては、同じ、右腕、左腕で一緒に接種をするようになっ

ておりますけども、この２つの助成を合計しますと６万8,600円程度の補助をいたしますの
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で、乳幼児を持つ親御さんたちにとってはかなりの負担の軽減になるかと思います。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 ワクチンの値段や助成金額は県全体で同じなのか、それとも各市町村で違うのかお尋ねい

たします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 

 ワクチンの値段ですけども、これ国の補助事業になっております。基準単価のほうは全国

決まっておりまして、この補助額になりますが、接種するときの単価は各医療機関によって

違います。太良の場合は、太良の医師会のほうと相談をいたしまして決めております。 

 国の基準単価は、頸がんのほうは１回１万5,939円なんですけども、県内で高いところは

１万8,000円、安いところが、これ太良町なんですけども、１万5,000円で接種をしていただ

いております。Ｈｉｂワクチンにつきましても、高いところが9,000円、これ基準額は

8,852円なんですけども、太良町は7,350円と一番安くしていただいております。肺炎球菌に

つきましても、１万1,267円が基準額でありますけども、高いところが１万140円ですね、太

良町は9,800円ということで。この件については医師会のほうと協議をいたしまして、単価

を交渉をさせていただきました。それで、一応この値段でしていただいておりますので、他

の市町と比べても太良町の場合は安くしていただいてるということであります。で、国の補

助金の基準額は２分の１でございます。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 このワクチンはどんな病気にどのような効果があるのかお尋ねいたします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 ワクチンのどんな病気に効果があるかということですけども、子宮頸がんにつきましては、

議員御存じのとおりだと思いますけども、子宮頸部にできるがんであります。現在、日本じ

ゅうでは年間約１万5,000人の方が子宮頸がんという診断を下されまして、約3,500人程度の

方々が亡くなっている状況にあります。特に、最近は20代、30代の子宮頸がんの患者が急増

をいたしております。今までは50代、60代が多かったようでございますけども、最近は若く

なりまして、ヤングマザーキラーとしてこの病気が恐れられているところであります。 

 で、研究によりまして、原因がＨＰＶという、ヒトパピローマウイルスという感染が原因

だと言われておりまして、このワクチンを打つことによって感染を防げるということで接種

が始まりました。一応、ＨＰＶというのは100種類以上の種類があるんですけども、15種類

が一番危険度が高いということで、16型と18型というのが現在の子宮頸がんに非常に関与を

しているということでございまして、このワクチンを打てば約70％の感染防止効果があると
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言われております。しかし、ワクチンは100％安全じゃございません。ですので、必ず20歳

を過ぎたら２年に１回は検診を受けていただきたいと思います。 

 それから、Ｈｉｂワクチンにつきましては、小児肺炎球菌もなんですけども、細菌性髄膜

炎の予防と。その予防するためのワクチンでございます。年間500人から700人の子供たちが

感染しているということで、このワクチンを接種すると約90％が予防できると言われており

ます。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 Ｈｉｂワクチンと肺炎球菌について、３月５日と８日の新聞またはけさのニュースでも言

っておりましたが、Ｈｉｂワクチンや肺炎球菌の接種後、乳児ら５人が死亡したと報じられ

ているのは皆さん御存じだと思いますが、その後の町の対応と今後の接種はどのようになる

のかお尋ねいたします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 

 この新聞記事に関しましては、私たちも３月５日の土曜日の朝の新聞で知りました。大体、

木曜日の時点で国のほうはそういう事例の報告があったようでございましたけども、私たち

に連絡が入るのは土曜日だったもんですから、新聞で知って、すぐ役場のほうに参りまして、

厚生労働省とか県からの情報を入手をいたしました。やっぱり新聞に掲載してあったとおり、

このワクチンを打った後に死亡されたということで、ただ因果関係というのはまだ不明であ

るということで、当面の間は接種を見合わせるということであります。私たちもすぐ、その

土曜日の日の朝ですね、町内医療機関に連絡をいたしまして、接種見合わせということにな

りましたという話をしたところです。既に医療機関のほうにも連絡はあっておりました。 

 で、きのう、厚生労働省のほうで有識者というか、関係の先生たちがお集まりになって会

議を開かれております。けさの状況では、結局、今の状況でははっきりＨｉｂと肺炎球菌を

打ったから死亡したとか、そういう関連性はわからないということで、当面の間は接種を見

合わせていこうということで決まりましたので、町といたしましても、せっかく補助をして

るんですけども、しばらく見合わせて、国の情報を仕入れながら町民には広報をしてまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 この町内でもかなりの方が接種されておられると思うんですけど、今副反応などにはどの

ように気をつければよいのかということをお尋ねいたします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 
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 副反応等については、大体発売以来100万人から150万人程度の子供たちが接種をしている

ところなんですけども、今までの死亡例というのは報告はございませんでした。ただ、注射

したときに腕が赤くなるとか、ちょっと発熱があったとか、そういうふうな連絡はあってお

りますけども、特に重篤な報告はあっておりませんでしたので、特に今打った人が注意すべ

きことは、接種後すぐに熱が出たり、それからちょっとぐったりするとか、そういう状態が

もし出た場合はすぐにお医者さんに御相談をいただきたいと思います。接種してから１週間

とか10日とか、数日経過している場合は大丈夫だろうということになっておりますので、も

しぐあいが悪くなったりしたら、すぐお医者さんに御相談いただければと思います。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 せっかく厳しい財源の中で町単独で助成してもらえるというのに、このような事態になっ

て本当に残念です。この尐ない子供ですから、一人の命もなくすことは許されませんので、

一日も早く解明されることを願っています。 

 次に、子宮頸がん予防ワクチンについて、ワクチン不足というのが新聞に書かれておりま

したが、その内容について説明をお願いいたします。 

○健康増進課長（松本 太君） 

 お答えします。 

 子宮頸がんの予防ワクチンについて、ワクチン不足というのが３月８日の新聞に掲載され

たところであります。私たちも独自に調査をいたしましたところ、やはり業者のほうが在庫

が余りないという報告でございました。原因は、全額助成という制度が全国一斉に始まった

関係で、急激に需要が見込まれたということで足りなくなったということでございます。 

 ただ、これ３回打つというのは先ほど申し上げましたけども、今現在、１月から始まって

おりますので、既に１回、多い人は２回打ってます。で、もう打ってる人に関しては優先と

いうことで、３回分のワクチンのほうは確保していただいております、これは町内医療機関

ですけども。で、これから新しく打つ人は７月以降まで待ってくださいというような連絡が

参っておりますので、初めて打たれる方は７月過ぎに希望をされたらいいかと思います。今

のところ、７月以降は安定供給できるという業者からの回答ですので、しばらく待ってもら

うことになりますけども。 

 以上でございます。 

○３番（平古場公子君） 

 最近、お母さんたちの間で、子宮頸がんのワクチンの接種を受けると不妊症になるという

うわさがあるということで騒がれておりますが、このような副作用が実際あるんでしょうか。

または、あったんでしょうか。 

○健康増進課長（松本 太君） 
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 お答えします。 

 子宮頸がんの予防接種で不妊症になるというふうなうわさが流れてるということで、私も

聞きましたのでいろいろ調べてみました。で、東大の先生がある本に書かれているのがござ

いまして、それを見たんですが、現在まで67万人の方が接種を受けているということでござ

いまして、副作用については部位の痛みとかはれ、それから発熱ぐらいで、99例ぐらいの報

告があってるということなんですけども、不妊症については、不妊の頻度が高まったという

報告はあっていないということでございます。この件については、昨年の８月５日に参議院

予算委員会の質疑の中で厚生労働省側からはっきり答弁をされております。ですから、副作

用で不妊症になるというのは多分ないだろうと思います。 

 それともう一つ、流産についても書いてありましたのでお答えいたしますけども、これア

メリカのほうでも既に前から始まっておりますけども、米国の疾病情報局からの報告でも、

流産の危険性が増すことはないということではっきり明言をされております。 

 以上です。 

○３番（平古場公子君） 

 がんにならないためには早期発見、早期治療が、これが基本でございます。今、日本で２

人に１人ががんになると言われていて、３人に１人はがんで亡くなっていると言われていま

す。唯一ワクチンで防げるのが子宮頸がんワクチンです。女性一人一人が認識し、予防接種

に臨んでいただきたいと思います。 

 次に、２番目の質問に入ります。高齢者と子育て支援の充実について。町長の選挙公約の

中に高齢者と子育て支援の充実が掲げてありましたが、その内容について問います。 

○町長（岩島正昭君） 

 次に、２点目の高齢者と子育て支援の充実についての質問にお答えをいたします。 

 これは、平古場議員も言われるように、先般行われました町長選挙の際、私の公約として

掲げたもので、その内容について申し上げたいと思います。 

 日本において尐子・高齢社会の到来が叫ばれて久しいものでございますが、太良町も既に

尐子・高齢化社会が到来をいたしております。太良町の人口に関する状況を平成16年度と平

成21年度の５カ年間の比較で申し上げますと、平成16年度末の総人口が１万1,131人に対し

まして平成21年度末は１万325人となっており、806人減尐をいたしております。ゼロ歳から

17歳までのいわゆる年尐人口は、平成16年度末が1,706人で平成21年度末が1,368人となって

おり、338人減尐をいたしております。15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口は、平成16年

度末が6,438人で平成21年度末が5,842人となっており、596人が減尐いたしております。

65歳以上のいわゆる老年人口は、平成16年度末が2,987名で平成21年度末が3,115人となって

おりまして、128人増加をいたしており、高齢化率は現在30％を超え、県内で１位、２位を

争う状況となっております。 
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 したがいまして、高齢者人口はふえ続けておりますが、65歳未満の人口が減尐してるとい

うのが現状でございます。このような状況を踏まえ、私といたしましては、まず尐子化を何

とかしなければならないと考え、その対策として、るる今まで申し上げましたとおりに、１

番目に保育園の保護者負担金のさらなる軽減と、２番目に乳幼児医療費の助成対象を就学前

までから小学生まで引き上げることを考えております。これらの対策や、１点目でお答えし

ました子宮頸がん等ワクチン接種費用助成等の施策などを総合的に実施することで、尐子化

に歯どめがかかるかどうかわかりませんけども、とにかく子育てをしている若いお父さん、

お母さん方の負担を幾らかでも減らし、子供を育てやすい環境を今後もつくってまいりたい

と考えております。 

 また、ふえ続ける高齢者の支援策といたしましては、まず介護保険の要介護４と５の方々

を１年以上在宅で介護しておられる家庭に対しまして、現在月１万円、年額12万円の慰労金

を支給をいたしておりますが、その額ももう尐し増額したいと考えておるとこでございます。 

 以上の件につきましては、６月議会で補正等をお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○３番（平古場公子君） 

 町長の思いとして、尐子化を何とかしたい、しなければならないという強い意志が感じら

れましたが、これほど町単独でも尐子化対策がなされているのに尐子化は進む一方です。

100年に一度の危機と言われる中、１人の子供を産み育てるということがいかにハードルが

高いかということが、若い人の悩みでもあろうかと思います。そこで、町長が言われている

対策として、保育園の保護者負担金のさらなる軽減というのは具体的にどのようにされるの

かお尋ねいたします。 

○町民福祉課長（毎原哲也君） 

 お答えします。 

 まず最初に申し上げますが、現在も国の基準に対しまして、太良町が国の基準よりも負担

額を軽くしておりまして、大体1,700万円程度安くなっとるわけです。今回、町長がおっし

ゃってるのは、それよりもまたさらに減らしたいと。負担を軽減したいということでござい

ます。 

 その具体的な方法なんですけれども、これにつきましては、太良町保育の実施に関する条

例施行規則というのがございまして、その中に徴収金額基準表というのがございます。その

基準額表に基づいて、どこにその世帯の子供さんが該当するかで当てはめて、家庭家庭にお

配りしてですね、これだけ納めてくださいということで。それが全体の総額になってくるわ

けですけれども、その各ランクに決めている額をもう尐し下げると。どの程度下げるかって

いうことにつきましては、今のところは何とも申し上げられませんけども、とにかくそれを

安くして全体的に下げていくということでございます。 
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○３番（平古場公子君） 

 子供に金をかけるのは未来への投資だと思うのでありますが、今後ともこういう軽減は続

けてほしいと強く願います。 

 次に、高齢者の支援策として上げられましたが、介護保険の要介護４と要介護５の方で１

年以上在宅で介護しておられる家庭に年額１万円の慰労金を増額したいと考えているという

ことは、非常にありがたいことだと思いますが、要介護４と要介護５という方はほとんど動

けない状態だと思いますが、在宅で介護されている方は何名ぐらいおられますか。 

○町民福祉課長（毎原哲也君） 

 お答えします。 

 現在のところ７名でございます。７名です。 

○３番（平古場公子君） 

 そしたら、この方たちは家族が介護されておられるということですか。 

○町民福祉課長（毎原哲也君） 

 お答えします。 

 そのとおりでございます。 

○３番（平古場公子君） 

 そしたら、この方たちは施設の希望はされていないんですか。 

○町民福祉課長（毎原哲也君） 

 その点なんですけども、聞くところによりますと、御家族の方が施設に入れたくない、自

宅で面倒見たいとか、御本人がそういう施設に行きたくないということを家族が許容されて

るというか、そういう方々がほとんどだということでございます。 

○３番（平古場公子君） 

 大変、施設に入れたくないという家族を持つ老人の方は幸せだなと思います。本当に私、

何回も質問するようですけど、老人の方はもちろん若い人も、一日も早い施設の充実が不可

欠だと思います。皆さん願っておられますので、ここら辺の施設の充実を十分に考えていた

だきたいと思います。 

 町長の説明にもありましたが、15歳から16歳、いわゆる生産年齢人口は16年からすると

596人減尐している。逆に、65歳の老年人口は128人増加しているということですけど、高齢

化率は現在30％を超えていて、県内でも１位、２位を、これは何年も前から争っていること

ですが、しかし現実は、我が町に限らずどこの市町村も高齢化は進んでいます。私たち団塊

の世代、いわゆる産めよふやせよの時代に生まれた人たちが高齢者になるのですから、50％

を超えるのもそう遠くはないと思います。尐子化問題、高齢化問題などなどいろんな問題が

山積する中、岩島町政２期目がスタートいたしました。町民の皆さんが岩島町長にみんな託

しました。岩は尐々のことでは壊れません。町民と一枚岩となって頑張っていただくことを



- 76 - 

期待して私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（坂口久信君） 

 ５番通告者、見陣君、質問を許可します。 

○７番（見陣 幸君） 

 議長の許可を得ましたので、通告に従い質問をいたします。 

 町長の施政方針を質問します。 

 太良町長として２期目に向けての施政方針を質問したいと思います。 

○町長（岩島正昭君） 

 見陣議員の、太良町長として２期目に向けての施政方針を聞きたいについてお答えをいた

します。 

 先日、議会の開会日におきまして平成23年度の施政方針について述べましたが、町長とし

て２期目のスタートとなる今議会において、町政発展のため力を入れ、取り組んでまいりた

いなどについて施政方針の中で幾分申し上げたところでございます。 

 まず１つ目に、農林漁業の基盤整備についてでございます。今後の太良町の農林漁業にお

いては、本当にやる気のある人や団体に町の支援を集中させ、安定した経営を目指すことに

より後継者の育成を図ってまいりたいと、このように考えております。 

 ２つ目に、１次産業と一体化した商工業の振興でございますけども、いわゆる６次産業化

と言われるものでございますが、豊かな太良町の農林水産物を加工し、質の高い特産物を開

発し、地産地消を推進するとともに、町外でのブランド価値を高め、産業の発展と雇用の創

出に力を入れてまいりたいと思います。 

 ３つ目に、高齢者と子育て支援の充実でございますが、これまでにもさまざまなメニュー

により高齢者対策や尐子化対策に取り組んでまいりましたが、再度、町民の皆様が真に望む

対策について、あらゆる意見に耳を傾けながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 ４つ目には、教育施設の整備についてでございます。太良町は、他市町村に先駆け、教育

施設については十分な施設整備を行ってきたとこでございますが、多くの施設が老朽化し、

維持補修等を行いながら現在に至っております。教育環境は以前と比べて大きな変化を遂げ

ており、ＩＣＴなどの先進的な技術を取り入れながら教育が行われております。太良町は、

大都市と比べ、教育環境に恵まれた地域とは言えませんが、インターネットなどを利用した

教育の充実を図りながら、豊かな自然に恵まれた人間性豊かな教育のできる環境整備をして

まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○７番（見陣 幸君） 

 町長の説明を受けましたので、まず農林漁業の基盤整備についてですけど、町長として基

盤整備のやり方の構想ですかね。その考え方をどういう構想を持っておられるのか、ちょっ
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と質問します。 

○町長（岩島正昭君） 

 農業の基盤整備につきましては、るるお話を申し上げましたとおりに、今、尐子・高齢化

で後継者がいないという状況で、特に階段工等荒廃地が非常に、全体の22％ぐらいの荒廃地

が入っております。 

 それはどういうことかといいますと、階段工につきましては農産物の搬出、搬入ができな

いと。モノレール等々で農産物を作付あるいは搬出をいたしておられるというふうなことで、

これを取りつけまして、ある程度これを開墾をいたしまして、大体基幹産業はミカンでござ

いますけども、ミカン等もある程度、今までは量より質の問題ということで、こういうふう

な腐敗化とかきずミカン等じゃなくして、外観でもきれい、中身はおいしいというふうなミ

カンに嗜好がかわっております。だから、例えば１町か２町ぐらいのミカン畑をつくってお

られる方に対しましては、３分の１か３分の２ぐらいに縮小をしていただいて、ミカン栽培

に集中をしていただくと。ブランド品をつくっていただく。あと半分の余剰労力につきまし

ては、それを露地野菜か、あるいはある程度のイチゴとか等々に作付をしていただいて、結

局複合経営をしていただくということを計画をいたしております。 

 複合経営といいますと、野菜等につきまして、果たして販売はどうなるんだ、あるいはつ

くっても後売れるかというふうな皆さんたちがいろいろ消極的になりますから、１回目、全

町民の皆さんたちに、希望者については説明会を開いて、１回目はニンニクとボイセンベリ

ーという形で、業者を呼びまして、契約栽培、町が中に入って単価を決めて契約栽培をして

もらうというふうな方向で、そういうふうなことを決めております。 

 それとあとは、１次産業と一体化した商工観光の振興ということも入れておりますけども、

それを、今度ある程度量がふえますと、その業者の方に加工場もしてもいいよというふうな

お答えをもらっておりますから、そこら辺も雇用対策の一環として、太良町なりにそういう

ふうな加工場もつくっていただければ幸いだなというふうに思っております。 

 その内容につきましては、基盤整備の内容につきましては、従来、水田の棚卸し事業ちゅ

うのがございましたけども、これは７割補助でやってました。今回も、その当時の施行方法

といたしましては、その地権者の方に町が補助金をやりまして、地権者が業者を選定して、

自分が耕作をしていいような方法で水田等々を狭地倒しをしていただくと。補助事業にのせ

ますと、水田が５反以上が一番やらないけん、３反地主が何ぼだというふうな採択条件がご

ざいますから、太良町につきましては農地はそういうふうで対象ないんですよ。だから、畑

につきましても１町の畑ばつくんさいとか、あるいは２反をつくってくださいじゃなくして、

皆さんたちが耕作しやすいようなものを、ある業者、皆さんたちが業者選定していいんです

よ、その業者に依頼していただくと。それに、でき上がった時点で事業費の８割を町が補助

をいたしますよというふうなことを計画をいたしております。 
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 それと、これは今農業ですけども、水産業、漁業につきましては、木下議員からるる質問

等もございましたけども、あれは大体大まかなことで答弁を計画性を持ってしていますけど

も、実際私の頭の中には、これはまだ漁協等とも話をせにゃいかんですけども、結局、カニ

のガザミ蓄養試験もある程度は１反真四角で蓄養やっておりますけども、カニは１年じゅう

の蓄養じゃないんですね、あれが。結局、冬場の周期のガザミ蓄養という形で、だからあれ

は1,000平米がございますけども、それに砂を投入しまして、そこの中にアサリとかタイラ

ギの養殖もいいんじゃないかと。あれは囲い網方式で丸っと、盗難されんように囲い網式が

ありますから。 

 それであとは、海岸線を利用いたしまして、大浦港のしゅんせつ土を利用して、これは国

交省の唐津港湾がやっておりましたけども、試験的に潟と砂とをまぜまして、そこにタイラ

ギの養殖あるいはアサリの養殖もやりましたけども、これは割と成功したわけですよ。だか

ら、今回も県等にお願いいたしまして、これは有明再生の一環という形で、あの付近一帯、

あそこの大浦港から南のほうへ海岸べたに、ある程度は海岸線の整地をしまして、それを覆

砂をして、そこら付近にもアサリの養殖等々をすればいいなというふうに思っております。 

 なぜ海岸線のへたでそういうふうなタイラギ等をすっとかなということでございますけど

も、何年か前に、私がちょっともう10年もなりますかですね、10年ないと思いますけども、

小長井町にアサリの養殖がいっぱいあります。あそこは潮が引かんとこに、一番沖のほうに

タイラギがいっぱい立ったということで、ある小長井町の料理店にも、これはどこのタイラ

ギでしょうかと聞いたら、そこのアサリどこにタイラギがいっぱい立っとったというふうな

ことで、これはうまいとこいくんじゃないかというふうなことで、そこら付近も試験的にや

って、漁協と、あるいは県の補助事業と有明海再生事業を利用いたしまして、ことし何かや

ってみようかなというふうに思ってるところでございます。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 町長の答弁が余り詳しく答弁いただきましたので、あと質問がなくなりましたけど、基盤

整備のあり方で、ちょっと方向性を変えて、農産物は詳しく言われましたので、それだけじ

ゃなく、毎年１年に１回ですか、植林体験、緑の尐年団ですかね、そこら辺で植林をされて

おられると思うんですけど、その苗の購入とかですね。今、階段工、廃園なんかを基盤整備

していただいて、苗つくりとか、そこら辺の方向性を変えて考えてもらえないかとか、そこ

ら辺どうですか。 

○農林水産課長（新宮善一郎君） 

 お答えをいたします。 

 現在、植林等の苗につきましては公団等から補助がありまして、苗の現物というふうなこ

とでいただいております。 
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 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 今の苗もただでいただいてるということですけど、もし許せば、太良町でそういうことを

事業を始めたり、事業といっても、ただのこれは一つの考え方ですけどね。そういうところ

にも目を向けていただければいいかなと思いますけど、今後考えていただけるかどうか、ち

ょっと質問します。 

○町長（岩島正昭君） 

 確かに、林業等につきましては、農業と水産業につきましてお話をしましたけども、林業

について申し上げます。 

 苗づくりも結構、頭の中に入れときたいと思いますけども、もう一点は、今町有林が主伐

に入っております。で、主伐の跡地につきましては、ある程度年数の割には木が大きくなっ

ていないというふうな、底地が岩場とかなんとかが、とこもあるわけですよ。だから、そこ

ら付近とか、今荒廃地でどうしても手つけられないというふうな農地の荒廃地等々につきま

して、クヌギを植栽しまして、これは森林組合にもお願いして、主伐の跡地にクヌギをお願

いしまして、そこに、クヌギのある程度人間で持ち運びできるような大きさになったときに

伐採をしまして、それのシイタケ菌を、菌を打って、それでそれを販売したらばどうかなと

いうことで、今後新しく皆さんたちにお願いしている加工場等々のあそこら付近について、

山林関係の方が１本幾らという形で販売していただければなと思っております。 

 で、これも一つの、林業についてはそういうふうな、木材等も低迷いたしておりますし、

現金収入の一環ではないかと。今、家庭菜園等々でこれはいろいろはやっております。シイ

タケも菌で、原木販売というのはほとんどありませんから、原木に菌を打って販売すればど

うかなというふうな、そこら付近も考えておるとこでございます。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 そしたら、次の質問に入りたいと思います。 

 スローガンの中に、町民と協働のまちづくりということをスローガンとしてありますけど、

これから先、具体的にどのような活動をして、話し合いとかそういうことを、どれくらいの

期間を置いて何とか片をつけるとか、そういう考え方があれば聞きたいと思います。 

○町長（岩島正昭君） 

 選挙の中で、町民と協働のまちづくりというふうなことをスローガンで上げましたけども、

町民と行政がともに知恵を出し合って、町民の声を聞きながら活気あふれるまちづくりにし

たいということで、このスローガンを上げましたけども、議会の中で以前申し上げたと思い

ますけども、今までは年間の予算等につきましては行政主導で、年間事業等々につきまして

こういうふうなことをやります、やります、やりますということで予算を組んでいたと。だ
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から、２期目につきましては、今回から、次回からとなりますけども、もう３月で予算でき

ておりますから。ですけども、これはある程度町内の異業種の方、商業、工業、農林業ある

いは畜産とかもろもろ異業種がございますけども、その人たちの皆さんたちから、こういう

ふうなことをやりたいと。太良町に合う産物はこうですよ。ミカンもだめやっけんが、今度

はオリーブじゃいなんじゃいやろうて思うとっと。どうでしょうかというふうな逆発想のヒ

アリングをしていただければどうかなと。こぎゃんとばしたかと。町が何じゃいせんですか

じゃなくして、こぎゃんとばすっぎ、もうくるて思うといどんというふうなことを逆発想を

お願いしたいと。だから、そこら付近については当然計画書等々を出していただいて、皆さ

んたちの声を聞きながら、こればとにかく３年間やってみらんですかと。３年間だけはうち

が何とか支援をしましょうというふうな町民と協働、協働でまちづくりをやっていきたいと

いうふうに思ってスローガンを上げたところでございます。 

 この件につきましても、何名かの皆さんたちからお声もいただいておりますから、そこら

辺につきましてはある程度選抜いたしまして試験的にやってみようかなというふうに思って

おります。これも一つのまちづくりですから、とにかく何かやって金もうけをすれば、これ

は活気があるけん、おれもやろうかなと。あん人たちのしてみればよか。まずさせて、もう

くれば、おいどんもやろうかなというふうな今までの風習ですよ。 

 だから、何人かの皆さんたちが共同でそういうことをしちゃればということと、もう一つ

は、提案型といたしましては、私が農業法人等々て、企業誘致がないから農業法人をつくっ

ていただけないでしょうかと言った理由は、65歳以上は高齢者と俗に言いますけども、今、

後継者がいなくて65歳から70歳の人が健在でまだきばいよんさっわけですね。だから、１人

で農業をして、後継者はおらんけん、おらしわへんと。もうやめんばというふうな状況です

から、その人たちが３人から４人あるいは５人で共同で法人を組んで、ある程度いろんな野

菜等々をつくんさんなら、まだ一品ですよ。一流と思います。だから、そこら付近の皆さん

たちも、おれも法人ばして、高齢者で65歳以上で何人かでやるけんが、ちょっとこぎゃんと

ばしゅうて思うとっていうふうな、そこら付近の皆さんたちの声もお聞きをしたいと。だか

ら、皆さんたちが協働で町をつくっていきましょうと、一緒になってですね、若い者、高齢

者問わず。そういうふうな考えを持っております。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 大変ありがたいことですけど、そういうことを広めるに当たって、町民会議とか、そうい

うとを行われると思うんですけど、具体的に言えば、どういうふうにして町民会議を行うの

かですね。ただ単にひざを突き合わせてのざっくばらんの会議にするのか、ちゃんとした大

きく会議を持つのか、そこら辺の進行というですかね、進め方はどういう考えを持っておら

れますか。 
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○町長（岩島正昭君） 

 この件につきましては、１次産業と一体化した商工観光業の推進という形をとっておりま

すから、商工会のほうに異業種に呼びかけていただいて、そこら付近で会議を持って輪を広

げていこうというふうなことを商工会の人に、きょう欠席なさっておりますけども、そこら

付近を依頼をいたしております。 

○７番（見陣 幸君） 

 前にも言ったと思うんですけど、やっぱり町民の声を待つではなく行政側からも、忙しい

とは思うんですけど、足を運んでいただいて、こういう会議をしましょうかとか、こちらか

ら声をかけなければ、なかなか町民さんたちから来てくれとかという声が出ないと思うんで

すよ。そこら辺で、いま一度考え直していただけないでしょうかということを質問します。 

○町長（岩島正昭君） 

 その件につきましては、ある程度軌道が乗るまでは行政で皆さんたちにいろいろ会議等を

持ちながら、大体は町民主導でという形をとっておりましたけども、ある程度は行政主導も

反面あるかなというふうに思っておりますから、そこら辺をるる説明会を開催しながら、一

つの団体なりとも今年度中にできれば幸いだと思いますから、極力出向いて宣伝兼ねてやっ

ていきたいと思います。 

 この件につきましては、担当課長等々も一緒になって皆さんにも話していきたいというこ

とと、もう一つ、これは話していいかどうかわかりませんけども、太良町にある程度の社長

さんたちで友志会というのをつくっていただいております。友の志す会ですね。この人たち

が、私はこの前２期目についての話をしてくれんかということで出向いて、十四、五名ぐら

いおいでになったですかね。そこら付近でも動きが、自分たちで県外に行って、まだ品物は

公表できませんけども、こがんとのあったばいて言うんで、こりゃあ太良はようはなかねと

いうふうなことを３点ほど商品ば持ってきていただいて、これは何とかやってみましょうと

いうふうなことまで、もう尐し煮詰めてくださいという話もしておるところでございます。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 企業、商業、農業のほうはありがたいことだと思うんですけど、やっぱり一般の、前も言

ったように主婦層のあたりとかサラリーマンの方とか、そこら辺も一応気にかけていただい

て、こちらからそこら辺との話し合いはできないものか、そこら辺をちょっと質問します。 

○町長（岩島正昭君） 

 そこら付近につきましては、ある程度るる軌道に乗ってから話をしたいと思いますけども、

まず人口はこういうふうに固定している。大都市部にも接点してないと。近隣市町村が都市

部にないという形で、まず私は町の活性化というのは１次産業あっての太良町だと。１次産

業が活気すれば、商工業、旅館関係、観光協会等々も活気づくんじゃないかというふうに思
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っております。だから、１次産業にある程度本腰を入れて、そしてある程度軌道に乗れば、

そこら辺のサラリーマン等々も、皆さんあたりも交えたとこで、今後またプラスアルファの

何か方法がないか検討していきたいというふうに思っております。 

○７番（見陣 幸君） 

 そしたら、次に進みたいと思いますけど、第５次行政改革の中で、事務事業の効率化を図

りとあります。その効率化は、とり方次第でしょうけど、私の場合は、行政の効率化という

ことで課の統合ですね、前々から言われていた。課の統合について町長、今後どういう考え

方を持っておられるのか質問します。 

○町長（岩島正昭君） 

 課の統合につきましては、今、国のほうから地方分権、地域主権という形でどんどんどん

どん仕事も来ております。事務量もふえとる状況でございますけども、職員数も年々ずっと、

ことしも３名、本来ならば４名、１人は早期やったですから、４名退職したとに対しまして

また１名しか入れんというふうなことで、職員の定数等々も関係しておりますけども、議員

お尋ねの課の統廃合につきましては、今、現職の係長以下でプロジェクトチームを立ち上げ

まして、事業の見直しあるいは機構改革、課の統廃合について、実際実践部隊でいろいろ検

討させて、ある程度私の構想の中には統廃合は頭にありますけども、そこら付近の今意見の

集約をやってる状況でございますから、あとしばらく、今年度中には何とかそこら付近を結

論を出したいと思いますので、全然しないじゃないんです。前向きにそこら付近を実践部隊

で検討させておる状況でございます。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 

 確かに、今まで幾らかの統合をしていただいてますけど、それは課長が退職したとか、そ

れなりの理由だった気がします。今後、ある程度、今言われましたけど、やるつもりである

なら、今期でしますとか、そこら辺の大まかな構想を決めていただければありがたいと思う

んですけど、どうでしょうか。 

○町長（岩島正昭君） 

 今期いっぱいで、ことしいっぱいである程度方向づけをいたしまして、異動が大体４月１

日の辞令でございますから、途中で課の方向をつけたとすれば、予算等々で各課でダブルに

なってきてどうかわからんごとなりますから、今年度中にそこら付近の結論を出して皆さん

たちにお諮りをしたいというふうに、これは昨年度からるる検討させよりますから、これは

いつまっでも延ばし延ばしすればいつになるかわかりませんから、ことしいっぱいにはこう

やりますよというふうなことを皆さんたちにお諮りをしたいと思います。 

 以上です。 

○７番（見陣 幸君） 
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 役場庁舎内も一つの企業体、一つの会社だと思うんです。それで、庁舎内の縦のつながり

は十分できてるんじゃないかなとは思うんですけど、自分が考えるのは横のつながりですね。

横のつながりをもう尐し密にできないものか。そこら辺はどうでしょうか。 

○町長（岩島正昭君） 

 そりゃもう言われるとおりですよ。私がるる課長会議等々でお話をしますけど、例えば

何々課で職員が６名おるとします。その中に何々係とかつくっとるわけですね。係だけ印鑑

をついて回してくるわけですよ。だから、町民の皆さんは、何々課と行けば、係じゃなくし

てだれでんそこんとは知っとらんばいけんと。で、担当がおりませんからということは理由

にならんわけですよ。だから、横の連絡も、縦割りじゃなくして何々課全体でフォローしな

さいと。場合によっては係は撤廃してもよかとぞと、何々課だけでですね。だから、そこら

付近が、お客さんが何々についてちょっと教えてくれんねというふうなことでおいでになっ

て、済いません、今ちょっと担当がいませんからと。それじゃもう今から先はできんわけで

すよ、一つの企業ですからね。だから、そこら付近はもっと徹底して教育をしていきたいと

いうふうに思っております。 

○７番（見陣 幸君） 

 今、町長が言われるとおり、町民さんからの声もやっぱりそういうことだったもんですか

らね。そこで、課の統合なんかをしていただくと、そこら辺ももう尐し幅が広がるんじゃな

いかなと思ってこういう質問をしています。 

 お願いして、これで私の質問を終わります。 

○議長（坂口久信君） 

 これで一般質問を終了いたします。 

 これをもって本日の議事日程を終了いたしましたので、これにて散会いたします。お疲れ

さまでした。 

午後２時９分 散会 
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